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1.検討経緯  

事   項 内   容 備   考 

1.1 ダム検証の経緯  

検討経緯一覧表 
 

 

H21.9.18 

 

 

国土交通相の記者会見で全国１４３ダム事業の見直しが発表される。 

（県内：横瀬川ダム、和食ダム、春遠ダムが該当） 

 
H21.12.15 

 

 
国土交通大臣より道府県知事に対し「できるだけダムにたよらない治水」
への政策転換に対する協力要請があった 

 
H21.12.3 
～H22.6.16 

 
第 1回～第 10回 今後の治水対策のあり方に関する有識者会議 
 

 
H22.7.13 

 

 
第 11回 今後の治水対策のあり方に関する有識者会議 

「中間とりまとめ（案）」を発表するとともに意見募集を開始 

 
H22.8.2 

 

 
高知県として、「中間とりまとめ（案）」に対する意見書を提出 

・流水の正常な機能の維持の取扱いについて 
・利水対策案の総合的な評価の手法について など、５項目 

 
H22.9.27 

 

 
第 12回 今後の治水対策のあり方に関する有識者会議 

「中間とりまとめ（修正案）」を発表 

 
H22.9.28 

 
国土交通大臣がダム事業の検証に係る検討を正式に要請 

 
H22.10.26 

 
第１回和食ダム検討会議 開催 

 
H22.11.26 

 
第 2回和食ダム検討会議 開催 

 
H23. 2.15 

 
第 3回和食ダム検討会議開催 

 
H23. 3.24 

 
高知県公共事業再評価委員会 開催 
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2.流域および河川の概要  

事   項 内   容 備   考 

2.1 流域の地形・地質 

    土地利用等の状況 

 

(1) 流域の概要 

和食川は、高知県安芸郡芸西村に位置し、その源を標高 430ｍ～380ｍの小丘陵に発し、山間部を東流し、同村瓜生谷地先において東谷川を合流し

た後南流し、途中、奥出川、谷内川、長谷川を合流しながら流下し、西分、馬の上、和食地区の市街地、耕地を貫流し、土佐湾に注ぐ流域面積約 20.6km2、

流路延長約 6.3kmの 2級河川である。 

和食川流域は、高知県の東部に位置しており、流域の降水量は梅雨期、台風期に多く、特に台風期の豪雨により災害が多く発生している。 

和食川の水利用は古くから行われ、かんがい用水、水道用水の水源等に利用されている。また、芸西村の中心部は和食川の下流部に発展している。 

 

(2) 地形 

和食川流域の地形は、上流部においては標高 200m～400m程度の比較的低い山地で構成され、海岸に向かって低い尾根からなる丘陵地と続き、下流

は和食川に沿って沖積平野が広がっている。また、太平洋に面する海岸部では、砂丘と長い砂浜が形成されている。 

和食ダム周辺の地形は、中起伏地（起伏量 400～200ｍ）、小起伏地（起伏量 200ｍ以下）が大半を占め、海岸部に向かっては小起伏地に続き山麓地

となっている。和食川に沿って低地に区分される谷底平野・氾濫原性低地、臨海低地面・三角州性低地が広がり、太平洋に面する海岸部は浜堤が形

成されている。 

和食ダムサイト周辺の地形は小起伏地、ダム流域の一部は中起伏地となっている。 

 

(3) 地質 

和食川流域は四万十帯に属し、中生代白亜紀の四万十層群が広く分布する。北東－南西方向の断層とこれに直交するような断層が数本ある。 

山地部は主に砂岩および砂岩勝ち互層、泥岩および泥岩勝ち互層、剪断を強く受けた泥質岩により構成されており、平野部ならびに海岸部は砂・

礫および泥で構成されている。 

 

(4) 気候 

和食川の大半を占める芸西村は、四国山地の支峰で冷たい北風が遮られ、さらに太平洋の黒潮の影響を受けるため、年平均気温が約 17℃と温暖な

気候であり、冬季の積雪は殆ど見られない。また、降水量は年間約 1,940 ㎜と温暖多雨な高知県内では比較的少なく、そのうち約 1,160 ㎜が梅雨期

や台風期（6月～10月）に集中する傾向がある。（気象データ出典：気象庁「安芸」2000年～2009年平均値） 
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 和食川流域概要図 
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2.流域および河川の概要  

事   項 内   容 備   考 

2.2 治水と利水の歴史 

 

(1) 過去の主な洪水 

和食川ではほぼ毎年のように水害に見舞われている。平成元年 8 月には、1 時間雨量 114mm、2時間雨量 220mm という豪雨により和食川沿いに広が

る農地や下流部東側の和食地区の住宅地などを中心に、面積約 245ha、家屋 73 戸（床上 29 戸、床下 44 戸）に及ぶ浸水被害が発生し、特に中流域の

園芸施設が濁流により大きな被害を受けた。 

 

    平成元年 8月洪水時の道路浸水状況 

 

平成元年 8月洪水時の家屋浸水状況 

 

 

土木
災害額

一般
災害額

計

昭和 56年 76,880 6,238 83,118 10 台風18号

7月5日～
8月3日

8,997 8,997 18 台風10号

8月25日～
8月31日

3,967 3,967 8 台風13号

4月13日～
4月28日

8,130 1,594 9,724 3 豪 雨

9月24日～
9月30日

39,140 7,672 46,812 16 道路 台風13号

60年
5月27日～
7月24日

15,337 3,596 18,933 7 道路 台風6号･豪雨

61年 4月12日 2,126 2,126 4 豪 雨

7月16日～
7月17日

31,588 237,470 269,058 20 台風5号

10月15日～
10月18日

1,838 13,821 15,659 1 台風19号

63年 6月2日 11,480 8,197 19,677 15 豪 雨

平成 元年 8月30日 1,639,520 1,412,866 3,052,386 245

国道･県道･村道
途絶，小学校･警
察署･消防署･電
話交換局･水道取
水施設浸水

豪 雨

平成 ２年
9月11日～
9月20日

39,250 43,830 83,080 89
村道，水田36ha･
ハウス園芸53ha
浸水

台風19号

３年
9月11日～
9月28日

7,191 14,528 21,719 29
水田12ha･ハウス
園芸17ha浸水

台風19号

8月6日～
8月10日

7,074 35,797 42,871 73
村道，水田29ha･
ハウス園芸44ha
浸水

台風11号

8月17日～
8月20日

33,388 33,388 0 豪 雨

6月13日 19,598 19,598 6 豪 雨

11月12日 27,827 5,562 33,389 5
ハウス園芸11ha
浸水

豪 雨

６年 7月25日 19,541 5,708 25,249 12
水田5ha･ハウス園
芸7ha浸水

豪 雨

10年
6月12日～
6月28日

56,118 4,495 60,613 13
国道･村道･水田
5ha･ハウス園芸8ha
浸水

豪 雨

16年
10月18日～
10月22日

110,030 356,951 466,981 73
村道，農地･宅地
73ha浸水

台風23号

５年

57年

58年

62年

４年

洪水年 月　　日
被害額(千円）

原　　因
浸水面積

（ha）
被害特記

事　項
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2.流域および河川の概要  

事   項 内   容 備   考 

 (2) 過去の主な渇水 

和食川は流域面積が小さく、降雨も短期間に集中することが多いため、梅雨期を除き水量の乏しい状況になることが多い。このため、農業利水を

目的とした農業用溜池が整備されているものの、規模が小さく渇水時には隣接する赤野川水系から農業用水を引水するなどの措置を講じている。ま

た、渇水時には水道用水も安定供給ができず、節水要請や時間断水が繰り返され、住民は不便な生活を強いられている。 

芸西村における上水道の制限記録は以下のとおりである。 

 

年 月  日 対 応 内 容 

昭和５９年 ２月３日～３月１０日 給水制限（夜間断水） 

昭和６０年 １月２５日～２月２０日 給水制限（夜間断水） 

昭和６３年 ２月２９日～３月１３日 給水制限（夜間断水） 

平成 ７年 １２月下旬 節水（チラシ） 

平成 ８年 １月１４日～１月２３日 夜間断水（プール閉鎖） 

平成１０年 ９月１７日 節水（チラシ） 

平成１１年 １月１１日～２月２日 爪生谷砂防ダム、奥出ダム数回放流 

平成１１年 ２月５日 節水（チラシ） 

平成１３年 ８月６日 節水（チラシ） 

平成１６年 ７月２９日 節水（チラシ） 

平成１７年 ６月２８日 節水（チラシ） 

平成１９年 １月３０日 節水（チラシ） 

平成１９年 ２月５日～２月１４日 奥出ダム数回放流、東谷砂防ダム１回放流 

平成１９年 ６月２９日 節水（チラシ） 

平成１９年 １２月２６日 節水（チラシ） 
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2.流域および河川の概要  

事   項 内   容 備   考 

 (3) 治水事業の沿革 

和食川の下流部は、琴ヶ浜の松林沿いに東に流れ赤野川に合流し

ていたが、農地の拡大などを目的として、江戸時代に芸西村堀切地

区の砂丘を掘削し、最短距離で海に注ぐよう流路を変えた。戦後の

治水事業としては、昭和 26 年の南海大地震による地盤沈下を契機

に昭和 26年から昭和 28年にかけて、河川の拡幅、堤防の嵩上げ工

事が行われている。昭和 28 年 9 月の台風時に、高潮により河口よ

り海水が流入すると共に河口が閉塞され、沿川家屋に大きな損害を

与えた。このため、昭和 30年から昭和 34年にかけて、河口部に延

長 175ｍ、高さ 3.5ｍ、幅 4ｍの排水路暗渠 4門の導流堤を設けた。

これにより、河口部の海水の侵入による閉塞はなくなったが、河口

から岩の川堰付近までは表流水が僅かとなり、大部分が伏流域とな

った。また、昭和 47年の大出水を契機に、昭和 49年度より小規模

河川改修事業として、堀切橋地点における計画高水流量を 380m3/s

と定め、掘削、護岸工事等を施工して、平成９年までに河口から岩

の川堰下流地点までの 2,580ｍの区間で河道改修が終了している。

しかし、平成元年に甚大な洪水被害を受けたことから、堀切橋地点

における基本高水流量を 380m3/s から 424m3/s に見直し、この差分

をダムにより洪水調節することとし、和食ダム計画が位置づけられ

た。 

 

 

 

 

 

 

(4) 利水事業の沿革 

和食川本川の表流水利用としては 4箇所の取水堰があり農業用に利用されている。このほか流域内では、以下の農業用ダムが運用されている。 

また、施設園芸が盛んであり地下水の利用も多い。このため、渇水時にはポンプの稼働時間を短くする等の対応を行い、限られた水資源を大切に

利用している。 

  芸西村簡易水道は、昭和 30 年 2 月 10 日に創設されて以来、数回の拡張・改良を加えながら現在に至っている。芸西村の流域面積は狭隘であるた

め冬期の水不足は恒常的で、夏期においても水不足の状態が発生している。 

 

＜和食川流域内の主な農業用ダム＞ 

 

S49～H9 

小規模河川改修事業 

L＝2,580 m 完了 

ダム名 支川名
有効貯水量

（千m3）
竣工年

桜ヶ内池 長谷川 87 1919

丸塚池 谷内川 305 1965

岩倉池 北川 73 1967

奥出ダム 奥出川 81 1991
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2.流域および河川の概要  

事   項   

 利水施設位置図 
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2.流域および河川の概要  

事   項 内   容 備   考 

2.3 和食川の現状と課題 

 

(1) 洪水の特徴 

和食川の中上流域は河床勾配が 1/100 以上と急流であるうえ、谷内川、奥出川、東谷川といった本川と同程度の規模を持つ支川が流入する。この

ため、流域周縁部の山地への降雨は非常に効率よく中下流域へ達する。こうした流域特性から、和食川の洪水はピークの立ち上がりが非常に鋭い波

形になる特徴を有する。 

また、和食川の河床勾配は、山間部が急勾配で平野部に出て急に勾配が緩くなるため、下流の民家や農地で洪水被害が多発する特徴を有している。 

 

(2)現状の治水安全度 

和食川の現況流下能力図を以下に示す。奥出川合流点より下流の区間ではほぼ 1/30の治水安全度を確保している一方、合流点より上流区間では、

現況流下能力が基本高水流量の 1/4以下と治水安全度が非常に小さい状況である。 
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2.流域および河川の概要  

事   項 内   容 備   考 

 (3) 堤防の整備状況 

和食川下流の堀切橋から岩の川堰までの 2,580m 区間については、昭和 49 年着手の小規模河川改修事業（計画規模 1/30）により改修を行い、平成

9年にダム建設を前提とした堤防整備を終えている。（上流の 470ｍ区間を除く） 

 

(4) 水利用の現状 

和食川流域は、流域面積が小さく、県内では年間降水量も比較的少ないうえ、降雨は梅雨期や台風期に集中することが多い。和食川から取水して

いる農地は約 117haあり、農業用のダムや溜池が数多く築造されているが、水不足の解消にはいたっておらず、水量に乏しい状況である。 

一方、芸西村上水道は、和食川の地下水が水源となっているが、平成 8年 1月 14～23日には、上水道が村内の全戸において夜間断水という事態に

陥り、近年においてもたびたび節水チラシを配布し、村内全域で節水に取り組むなどの措置を講じている。また、生活環境の向上を目的に下水道事

業が進められ、近年その一部の区域が供用となることや、今後の新規の水需要が予測されるなかで、安定的な河川流量の確保及び水供給が求められ

ている。 

 

和食川既得用水一覧 
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2.流域および河川の概要  

事   項 内   容 備   考 

2.4 現行の治水計画 

 

(1) 河川整備基本方針の概要 

1) 基本高水 

基本高水は、平成元年に発生した既往最大洪水をふまえ、そのピ－ク流量を堀切橋地点において 424m3/sとし、このうち洪水調節施設により 44m3/s

を調節して、河道への配分量を 380m3/sとする。 

河川名 基準地点名 基本高水のピ－ク流量
洪水調節施設
による調節流

量
河道への配分量

和食川 堀切橋 424 44 380

(単位：m
3
/s)

 

 

 

2) 計画高水流量 

和食川における計画高水流量は、基準地点、堀切橋において 380m3/s とする。 

 

 

 

 

 

3) 主要な地点における計画高水位及び計画横断形状に係る川幅に関する事項 

本水系の主要な地点における計画高水位及び計画横断形状に係る概ねの川幅は次のとおりとする。 

 

河川名 地点名
河口からの距離

（km）
計画高水位
（T.P.m）

川  幅
（m）

和食川 堀切橋 0.35 ＋7.00 26
 

（T.P.：東京湾平均海面） 

 

 

太
　
平
　
洋

堀 切 橋

：基準地点

380

(単位：m3/s)
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2.流域および河川の概要  

事   項 内   容 備   考 

 (2) 河川整備計画の概要 

1) 河川整備計画の目標 

和食川水系河川整備基本方針に基づき、既往最大の平成元年の洪水においても和食川沿川を洪水から防御することを目標とする。 

和食川の基本高水は、平成元年に発生した既往最大洪水をふまえて、掘切橋地点において 424m3/sとし、和食ダムにより 44m3/sの洪水調節を行い、

和食川の計画高水流量は、基準点、堀切橋地点で 380m3/s とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 河川の整備の実施に関する事項 

① 和食ダム建設 

和食川上流に和食ダムを建設し、既往最大規模の洪水を調節し、掘切橋地点の流量を 424m3/sから 380m3/sに低減し、下流の家屋浸水を防止する。 

また、流水の占用、流水の清潔の保持、景観、動植物の生息地または生育地の状況等の観点から検討した流量を、10 年に１回程度発生する渇水

時においても確保するよう努める。 

 

【ダム建設場所】 

左 岸：高知県安芸郡芸西村馬ノ上字西谷地先 

右 岸：      同   上 

 

【和食ダムの概要】 

・ 形 式：重力式コンクリ－トムダム 

・ 堤 高：51.0ｍ 

・ 堤 頂 長：121.5ｍ 

・ 堪 水 面 積：7.0ha 

・ 総貯水容量：730,000m3 

・ 有効貯水容量：680,000m3 

・ 設 置 目 的：洪水調節・流水の正常な機能の維持 

・新規水道用水の供給 

 

 

※ダムの概要および貯水池容量配分図は平成 22年時点の最新の情報です。 

 

和食川
和食ダム

-47m3/s

56m3/s
(12m3/s)

77m3/s165m3/s266m3/s380m3/s

長
谷
川

谷
内
川

奥
出
川

東谷川
堀切橋

治水基準地点

河口から約0.35km
河口から約2.10km

河口から約3.50km 河口から約4.50km

太
　
平
　
洋

9m3/s

[123m3/s][209m3/s][311m3/s][424m3/s]

(  )：最大放流量

裸字：計画高水流量

[　]：基本高水流量
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2.流域および河川の概要  

事   項 内   容 備   考 

 ② 河川改修工事（奥出川合流地点より上流 470m区間） 

当該河川工事により設置する河道は、計画対象流量が安全に流下できる断面とし、基本的に現況河道を拡幅するものとする。 

計画高水位は、堤内地地盤程度を目安として計画し、堤防高は、計画高水位にうねり等による一時的な水位上昇に対して必要な高さを加えたもの

とする。また、洪水による河岸の安定を図るため、護岸や植生による法覆工を行う。 

 

 

標準断面図 

 

 

河川改修工事位置図 
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2.流域および河川の概要  

事   項 内   容 備   考 

2.5 現行の利水計画 (1) 水道事業計画の概要 

1) 計画 1日最大給水量（芸西村水道計画） 

① 給水区域内人口 

供給開始予定の平成 27年における予測人口は、下表に示す 5種類の予測式による算定値の平均として 3,790人となる。 

計画給水普及率は 100%としているため、給水区域内人口は 3,790×1.00＝3,790人である。 

 

 

 

 

 

 

 

② 1日平均有収水量 

1日平均有収水量は、生活用、業務用（既存・新規）の合計として 2,118m3/日とする。 

 

a. 生活用有収水量 

生活用の計画 1人 1日平均有収水量は、平成 18年度実績の 281㍑/人･日を見込む。 

 

 

 

 

 

計画 1日平均有効水量は、3,790人×281㍑/人･日＝1,065 m3/日となる。 

 

b. 業務営業用有収水量（既存） 

業務営業用の計画 1日平均有収水量は、過去 5年間（平成 14年～平成 18年）の平均値である 773m3/日を見込む。 

 

c. 業務営業用有収水量（新規） 

黒潮カントリークラブ、老人介護施設の新規加入分として 280m3/日を見込む。 
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末
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年平均増減数

年平均増減率

修正指数曲線

ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線 最小二乗法

ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線 三群法

実績値

（人口） 

3,790人 

年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度

高知市 292 289 290 288 284 279 282 278 278

芸西村 289 292 287 289 292 286 286 283 281

＜実績１人１日生活用有収水量の推移＞
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2.流域および河川の概要  

事   項 内   容 備   考 

 ③計画 1日平均給水量 

芸西村では、有収水量＝有効水量となっており、1日平均有効水量は 2,118m3/日となっている。 

芸西村の主水源である入野水源系統は、平成 17 年以前まで流量計が整備されていなかったため過去の実績による有効率が算出できない状況で

ある。このため、有効率は県内類似の水道事業平均値を採用して 81%を目標として設定する。 

「計画 1日平均給水量 × 有効率 ＝ 1日平均有効水量」であることから、 

「計画 1日平均給水量 ＝ 1日平均有効水量 ÷ 有効率 ＝ 2,118m3/日 ÷ 81% ＝ 2,615m3/日」となる。 

 

④ 計画 1日最大給水量 

芸西村では水道用水源及び配水系統における流量把握が十分でないため、過去の実績から負荷率を設定することができない状況である。このた

め、負荷率は県内類似水道事業実績（平均負荷率 70.1%）および全国の計画人口 5 千人未満の水道事業における実績負荷率（平均 69.2%）から、

70%とする。 

「計画 1日最大給水量 × 負荷率 ＝ 計画 1日平均給水量」であることから、 

「計画 1日最大給水量 ＝ 計画 1日平均給水量 ÷ 負荷率 ＝ 2,615m3/日 ÷ 70% ＝ 3,736m3/日」となる。 

 

2) 現状の給水能力及び不足量 

芸西村における現状の給水能力（計画給水量）は 2,845 m3/日であり、計画 1日最大給水量から給水可能量を差し引いた水量を新たに確保する必

要がある。 

「不足量 ＝ 計画 1日最大給水量 － 給水可能量 ＝ 3,736 m3/日 － 2,845 m3/日 ＝ 891 m3/日 ≒ 900 m3/日 

以上のことから、和食ダムより入野水源へ 900m3/日を供給することにより目標達成が可能となる。 

 

3) 和食ダム供給量 

入野水源地へ 900m3/日を供給するためには、10％程度の水路ロス等を考慮して和食ダムにより 1,000m3/日の開発が必要である。 
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2.流域および河川の概要  

事   項 内   容 備   考 

 (2) 河川整備基本方針の概要 

流水の正常な機能の維持に関しては、河川流況の把握に努め、動植物の生息地または生育地の状況、景観、流水の清潔の保持等に十分配慮すると

ともに、渇水時においても、既得用水の安定化及び河川環境の保全等が満足される流量の確保に努める。なお、岩の川堰下流で流量の少ない時期に

発生する瀬切れ状況を現況より悪化させないよう努める。 

 

岩の川堰地点から下流における既得用水としては、農業用水及び水道用水として 0.19m3/sの慣行水利がある。これに対し、岩の川堰地点における

平均渇水流量は約 0.06 m3/s、平均低水流量は約 0.09 m3/sである。 

岩の川堰地点における流水の正常な機能を維持するために必要な流量については、利水の現況、動植物の保護等を考慮して、概ね下表のとおりと

する。また、岩の川堰下流の瀬切れ状況を現況より悪化させないように努める。 

なお、岩の川堰から下流の水利使用の変更に伴い、当該流量は増減するものである。 

 

しろかき期
（5月20日～5月29日）

普通期
（5月30日～9月20日）

非かんがい期
（9月21日～5月19日）

岩の川堰 0.22 0.17 0.09

地点名
正常流量（m3/s）

 

 

(3) 河川整備計画の概要 

1) 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項 

岩の川堰地点から下流における既得用水としては、農業用水及び水道用水として 0.19m3/sの慣行水利がある。これに対し、岩の川堰地点におけ

る平均渇水流量は約 0.06 m3/s、平均低水流量は約 0.09 m3/sである。 

岩の川堰地点における流水の正常な機能を維持するために必要な流量については、利水の現況、動植物の保護等を考慮して、概ね下表のとおり

とする。また、岩の川堰下流の瀬切れ状況を現況より悪化させないように努める。 

なお、岩の川堰から下流の水利使用の変更に伴い、当該流量は増減するものである。 

 

しろかき期
（5月20日～5月29日）

普通期
（5月30日～9月20日）

非かんがい期
（9月21日～5月19日）

岩の川堰 0.22 0.17 0.09

地点名
正常流量（m3/s）

 

 

2) 当該河川工事により設置される河川管理施設の機能の概要 

【流水の正常な機能の維持】 

河川環境の保全と既得取水の安定化等、流水の正常な機能の維持が図れる流量を確保する。 

【水道用水】 

芸西村に対し、和食ダム地点において水道用水として新たに 1,000m3/日（0.0116m3/s）の取水を可能とする。 
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3.検証対象ダムの概要  

事   項 内   容 備   考 

3.1 和食ダムの目的等 

 

(1) 目的 

1) 洪水調節 

和食ダムの建設される地点における計画高水流量毎秒 56立方メ－トルのうち毎秒 47立方メ－トルの洪水調節を行う。 

2) 流水の正常な機能の維持 

和食川沿岸の既得用水の補給等流水の正常な機能の維持と増進を図る。 

3) 水  道 

芸西村に対し、新たに１日最大 1,000立方メ－トルの水道用水を供給する。 

 

(2) 位置及び名称 

1) 位  置 

二級河川和食川水系和食川 

左岸    高知県安芸郡芸西村馬ノ上字西谷地先 

右岸         同 上 

2) 名  称 

和食ダム 

 

(3) 規模及び型式 

1) 規  模 

堤高    51.0 メ－トル 

2) 型  式 

重力式コンクリ－トダム 

 

(4) 貯留量 

1)  総貯留量 

最高水位は、標高 96.0 メ－トルとし、総貯留量は、730,000 立方メ－トルとする。 

2) 有効貯留量 

最低水位は、標高 72.0 メ－トルとし、有効貯留量は、総貯留量のうち標高 96.0メ－トルから標高 72.0メ－トルまでの有効水深 24.0メ－トル

に対応する貯留量 680,000立方メ－トルとする。 

 

(5) 取水量 

芸西村の水道用水として、新たに１日最大 1,000立方メ－トルの水道用水の取水を可能とする。 

 

(6) 事業費 

約 128億円 

 

(7) 工  期 

平成 5年度から平成 20年代後半までの予定 
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3.検証対象ダムの概要  

事   項   

3.1 和食ダムの目的等 

 

和食ダム計画概要図  
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3.検証対象ダムの概要  

事   項   

3.1 和食ダムの目的等 

 

和食ダム構造図  
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3.検証対象ダムの概要  

事   項   

3.1 和食ダムの目的等 

 

貯水池容量配分図  
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3.検証対象ダムの概要  

事   項 内   容 備   考 

3.2 和食ダム事業の経緯 

 

(1) ダム事業の経緯 

年度 内容 

平成元年度 予備調査着手 

平成 4年度 実施計画調査着手 

平成 15年度 建設事業着手 

平成 17年度 基本協定締結 

平成 20年代後半 完成予定 

 

(2) ダム計画等の変遷 

年月日 実施内容 

平成 5年 5月 24日 和食川水系工事実施基本計画 

平成 9年 11月 28日 和食川水系工事実施基本計画（変更） 

平成 13年 1月 5日 和食川水系河川整備基本方針 

平成 13年 11月 12日 和食川水系河川整備計画 

平成 19年 1月 12日 和食ダム建設事業全体計画 
 

 

3.3 和食ダム事業の 

    現在の進捗状況 

(1) 用地取得 

8.7ha（取得率 100％） 

 

(2) 家屋移転 

 水没戸数：０件 

道路工事による移転：１件（移転済み） 

 

(3) 付替道路整備 

付替延長：1,333ｍ 実施済み延長：625ｍ 進捗率：43％ 

 

(4) 工事用道路整備 

1,151ｍ（進捗率 86％） 

 

(5) 予算執行状況 

平成 21年度末執行済額 2,006百万円 

平成 21年度当初 325百万円 

平成 22年度当初 303百万円 

平成 22年度以降 10,795百万円 

進捗率：15.7％（平成 21年度末時点） 
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4.和食ダム検証に係る検討の内容  

事   項 内   容 備   考 

4.1 検証対象ダム事業等の 

    点検 

 

(1) 総事業費および工期 

現計画の事業費（128 億円）および工期（平成 5 年度～平成 20 年代後半）については、平成 18 年度に実施したダム本体設計、ならびに平成 18

年度に実施したダム本体施工計画及び施工設備設計等の検討結果を参考に平成 20 年度に策定している。その後、大きな計画・設計等の変更はない

ため、現行の事業費および工期は妥当であると判断する。 

 

 

(2) 堆砂計画 

現計画の比堆砂量 250m3/km2/年の点検は、和食ダムの近傍で同じ四万十帯北帯に位置し、長期間にわたり実績堆砂資料が得られる伊尾木川ダムのデータ

を用いて実施した。平成 21 年までの伊尾木川ダムの実績堆砂量により、確率年比堆砂量を算定したところ、230m3/km2/年となり、和食ダム計画の比堆砂量

250m3/km2/年以内であることを確認した。このことから、現行の堆砂計画は妥当であると判断する。 

 

 

(3) 計画の前提となっているデータ等の確認 

現計画の対象洪水（基本高水流量）算定の基本となる計画雨量（日雨量）は、明治 37年～平成 4年の 89ヵ年の雨量資料により算定されており、

最大は 284mm/日で 1/50確率の計画雨量は 308mm/日となっている。平成 4年から平成 21年までの雨量は最大で 321mm/日、資料を追加した場合の 1/50

確率雨量は 313mm/日である。今回、既往最大の 321mm/日の実績雨量について洪水調節計算を実施した結果、基準点流量、ダム最大放流量ともに現

計画を下回る結果となり、現計画の洪水調節および河道の流下能力で対応可能であることも確認されたことから、洪水対策の施設規模に影響を与え

るものではないと判断する。 

 

 

(4) 既得水利 

芸西村の基幹産業は施設園芸などの農業である。航空写真による比較検討では、和食川沿川には昔と変わらず田や畑（大部分がハウス）が密集し

ており、計画策定時から土地利用状況に大きな変化がないことを確認した。また、利水者に必要水量に変わりがないことも確認した。 

 

 

(5) 新規利水 

現在の芸西村水道の計画給水量は 2,845m3/日であるが、現状においても給水制限が発生するなど、不安定な供給となっている。平成 18 年度にお

ける必要量の検討では黒潮カントリークラブや老人介護施設の新規加入分を含めると、必要水量は平成 27 年度時点で 3,736m3/日となる見込みで、

約 900m3/日の不足が生じることとなる。現計画では、これを和食ダムの補給により安定供給ならしめることとし、900m3/日に 10％の損失を見込んで

1,000m3/日の新規開発量としている。 

新規利水参画者である芸西村に確認したところ、必要水量検討時から人口動態や新規加入の予定に大きな変更はないことから、平成 27 年度時点

における必要水量は妥当であるため、これに対応するための開発水量も問題ないと判断する。 
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4.和食ダム検証に係る検討の内容  

事   項 内   容 備   考 

4.2 治水対策案の検討 

 

(1) 複数の対策案の立案 

提唱されている治水対策案に対して和食川において適用した場合に考えらる対策を立案する。 

ただし、物理的に適用が不可能な案、治水安全度の向上に寄与しない案については適用外とする。 

 

 

(2) 概略評価による対策案の抽出 

 

和食川の特性および治水の現状は以下のとおりである。 

 扇状地を貫流する河川であり、洪水防御の対象区間のうち上流区間は掘込河道、下流区間は築堤河道である。 

 沿川は整備された農地で、主に畑地（大部分がビーニルハウス）であり、水田と比べて浸水に対して脆弱であり、一時的な浸水であっても大きな

被害が発生する。 

 洪水防御の対象区間のうち約８割の区間で中小洪水（1/30程度）対応の河道改修が実施済みである。 

 

以下に選定しない条件を示す。 

① 制度上、技術上の観点から極めて実現性が低いと考えられる案 

② 治水上の効果が極めて小さいと考えられる案 

③ コストが極めて高いと考えられる案 

④ 複数の類似案（河道改修のバリエーションなど）のうち、明らかに優位性が低い案 

⑤ 沿川の土地が浸水に対して脆弱であるため、現在の土地利用のまま、沿川の優良農地へ一時貯留を見込む案（霞堤、二線堤など）は選定しない。 

⑥ その他、明らかに代替案とならない、和食川には適合しない対策は選定しない。 
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4.和食ダム検証に係る検討の内容  

事   項   

4.2 治水対策案の検討  

治水対策案の説明一覧表 

対策案の種別 対策案の説明 

1 ダム 
ダムは、河川を横過して専ら流水を貯留する目的で築造された構造物である。一般的に、ダム地点からの距離が長くなるにしたがって、洪水時のピーク流量の低減効が徐々に小
さくなる。治水上の効果として、河道のピーク流量を低減させる効果があり、効果が発現する場所はダムの下流である。 

2 ダムの有効活用（ダム再開発・再編等） 
ダムの有効活用は、既設のダムのかさ上げ、放流設備の改造、利水容量の買い上げ、ダム間での容量の振替、操作ルールの見直し等により洪水調節能力を増強・効率化させ、下
流河川の流量を低減させる方策である。治水上の効果として、河道のピーク流量を低減させる効果があり、効果が発現する場所はダムの下流である。 

3 遊水地（調節池）等 
遊水地（調節池）等は、河川に沿った地域で、洪水流量の一部を貯留し、下流のピーク流量を低減させ洪水調節を行う施設であり、越流堤を設けて一定水位に達した時に洪水流
量を越流させて洪水調節を行う。防御の対象とする場所からの距離が短い場所に適地があれば、防御の対象とする場所において一般的にピーク流量の低減効果は大きい。 

4 放水路（捷水路） 
放水路（捷水路）は、河川の途中から分岐する新川を開削し、直接海、他の河川又は当該河川の下流に流す水路である。治水上の効果として、河道のピーク流量を低減させる効
果があり、効果が発現する場所は分流地点の下流である。 

5 河道の掘削 
河道の掘削は、河川の流下断面積を拡大して、河道の流下能力を向上させる方策である。なお、再び堆積すると効果が低下する。また、一般的に用地取得の必要性は低いが、残
土の搬出先の確保が課題となる。 

6 引堤 
引堤は、堤防間の流下断面積を増大させるため、堤内地側に堤防を新築し、旧堤防を撤去する方策である。治水上の効果として、河道の流下能力を向上させる効果があり、効果
が発現する場所は対策実施箇所付近であり、水位を低下させる効果はその上流に及ぶ場合がある。 

7 堤防のかさ上げ（モバイルレビー含む） 
堤防のかさ上げは、堤防の高さを上げることによって河道の流下能力を向上させる方策である。ただし、水位の上昇により、仮に決壊した場合、被害が現状より大きくなるおそ
れがある。また、モバイルレビー（可搬式の特殊堤防）は、景観や利用の面からかさ上げが困難な箇所において、水防活動によって堤防上に板等を組み合わせて一時的に効果を
発揮する。治水上の効果として、河道の流下能力を向上させる効果があり、効果が発現する場所は対策実施箇所付近である。 

8 河道内の樹木の伐採 
河道内の樹木の伐採は、河道内の樹木群が繁茂している場合に、それらを伐採することにより、河道の流下能力を向上させる方策である。治水上の効果として、河道の流下能力
を向上させる効果があり、効果が発現する場所は対策実施箇所付近であり、水位を低下させる効果はその上流に及ぶ場合がある。 

9 決壊しない堤防 
決壊しない堤防は、計画高水位以上の水位（堤防高より高い場合を含む）の流水に対して決壊しない堤防である。洪水発生時の危機管理の面から、水位が堤防高を越えるまでの
間は避難することが可能となる。 

10 決壊しづらい堤防 
決壊しづらい堤防は、計画高水位以上の水位（堤防高より高い場合を含む）の流水に対しても急激に決壊しないような粘り強い構造の堤防である。洪水発生時の危機管理の面か
ら、避難するための時間を増加させる効果がある。 

11 高規格堤防 
高規格堤防は、通常の堤防より堤内地側の堤防幅が非常に広い堤防である。堤内地側の堤防の上の土地が通常の利用に供されても計画を超える洪水による越水に耐えることがで
きる。効果が発現する場所は対策実施箇所付近であり、洪水発生時の危機管理の面から、避難地として利用することが可能である。 

12 排水機場等 
排水機場は、自然流下排水の困難な地盤の低い地域で、堤防を越えて強制的に内水を排水するためのポンプを有する施設である。なお、堤防のかさ上げが行われ、本川水位の上
昇が想定される場合には、内水対策の強化として排水機場の設置、能力増強が必要になる場合がある。 

13 雨水貯留施設 
雨水貯留施設は、都市部における保水機能の維持のために、雨水を貯留させるために設けられる施設である。各戸貯留、団地の棟間貯留、運動場、広場等の貯留施設がある。効
果が発現する場所は対策実施箇所の下流である。また、低平地に設置する場合には、内水を貯留することにより対策実施箇付近に効果がある場合がある。 

14 雨水浸透施設 
雨水浸透施設は、都市部における保水機能の維持のために、雨水を浸透させるために設けられる施設である。浸透ます、浸透井、透水性舗装等の浸透施設がある。なお、現状で
は、市街化が進んだ中小河川流域で実施している。治水上の効果として、地形や土地利用の状況等によって、河道のピーク流量を低減させる場合がある。 

15 遊水機能を有する土地の保全 遊水機能を有する土地とは、河道に隣接し、洪水時に河川水があふれるか又は逆流して洪水の一部を貯留し、自然に洪水を調節する作用を有する池、沼沢、低湿地等である。 

16 部分的に低い堤防の存置 
部分的に低い堤防とは、下流の氾濫防止等のため、通常の堤防よりも部分的に高さを低くしておく堤防である。治水上の効果として、越流部の形状や地形等によって、河道のピ
ーク流量を低減させる場合がある。現況を保全することによって、機能を保持することが可能となる。 

17 霞堤の存置 
霞堤は、急流河川において比較的多い不連続堤である。上流部の堤防の決壊等による氾濫流を河道に戻す、洪水の一部を一時的に貯留するなどといった機能がある。また氾濫流
を河道に戻す機能により、洪水による浸水継続時間を短縮したり、氾濫水が下流に拡散することを防いだりする効果がある。 

18 輪中堤 輪中堤は、ある特定の区域を洪水の氾濫から防御するため、その周囲を囲んで設けられた堤防である。 

19 二線堤 二線堤は、本堤背後の堤内地に築造される堤防であり、控え堤、二番堤ともいう。万一本堤が決壊した場合に、洪水氾濫の拡大を防止する。 

20 樹林帯等 
樹林帯は、堤防の治水上の機能を維持増進し、又は洪水流を緩和するよう、堤内の土地に堤防に沿って設置された帯状の樹林等である。河道のピーク流量を低させたり流下能力
を向上させたりする機能はないが、越流時における堤防の安全性の向上、堤防の決壊時の決壊部分の拡大抑制等の機能を有する 

21 宅地の嵩上げ・ピロティ建築等 宅地のかさ上げ、ピロティ建築等は、盛土して宅地の地盤高を高くしたり、建築構造を工夫したりすることによって、浸水被害の抑制等を図る方策である。 

22 土地利用規制 土地利用規制は、浸水頻度や浸水のおそれが高い地域において、土地利用の規制・誘導によって被害を抑制する方策である。 

23 水田等の保全 水田等の保全は、雨水を一時貯留したり、地下に浸透させたりするという水田の機能を保全することである。 

24 森林の全 森林の保全は、主に森林土壌の働きにより、雨水を地中に浸透させ、ゆっくり流出させるという森林の機能を保全することである。 

25 洪水の予測・情報の提供等 
氾濫した区域において、洪水発生時の危機管理に対応する対策として、人命など人的被害の軽減を図ることは可能である。ただし、一般的に家屋等の資産の被害軽減を図ること
はできない。下流の河道のピーク流量を低減させたり流下能力を向上させたりする機能はない。 

26 水害保険等 
水害保険等は、家屋、家財の資産について、水害に備えるための損害保険である。一般的に、日本では、間の総合型の火災保険（住宅総合保険）の中で、水害による損害を補償
しているが、米国においては、水害リスクを反映した公的洪水保険制度がある。下流の河道のピーク流量を低減させたり流下能力を向上させたりする機能はない。 
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4.和食ダム検証に係る検討の内容  

事   項   

4.2 治水対策案の検討  

和食川における治水対策案および概略評価による対策案の抽出一覧表 １／３ 

対策案の種別 

(1) 複数の対策案の立案 (2) 概略評価による対策案の抽出 

和食川における適用の説明 
適用の 
可否 

概略評価の説明 
抽出しない

理由 
抽出の 
要否 

1 ダム 現計画ダムにより対象洪水を調節し、ピーク流量の低減を図
る。 

○ 現在推進中の事業であり、概略評価段階では実施の可能性を否定する要素
はない。 

－ ○ 

2 ダムの有効活用（ダム再開発・再編等） 既設奥出ダムの再開発により対象洪水を調節し、ピーク流量
の低減を図る。 

○ 技術的に実施可能であり、概略評価段階では他案と比較して明らかに不利
となるとは判断できないため、具体的な検討を実施する。 

－ ○ 

3 遊水地（調節池）等 
和食川上流区間は基本的に堀込み河道であるため、主に背後
地を広範囲にわたり掘削することで洪水調節に必要な容量
を確保し、対象洪水を調節してピーク流量の低減を図る。 

○ 技術的に実施可能であり、概略評価段階では他案と比較して明らかに不利
となるとは判断できないため、具体的な検討を実施する。 

－ ○ 

4 放水路（捷水路） 
対象洪水の一部を洪水防御の対象区間より上流から分し、
放水路により太平洋に直接放流することにより、対象洪水の
ピーク流量の低減を図る。 

○ 技術的に実施可能であり、概略評価段階では他案と比較して明らかに不利
となるとは判断できないため、具体的な検討を実施する。 

－ ○ 

5 河道の掘削 対象流量見合いの流下能力となるよう既改修河道の河床を
掘削する。 

○ 
既改修の縦断線形は流下能力向上効果が見込める最低標高に河床高が設定
されており、これ以上の掘削により対象流量見合いの流下能力向上は望め
ないため、概略評価段階で棄却とする。 

②④⑥ × 

6 引堤 

対象流量見合いの流下能力となるよう、引堤を実施する。た
だし、和食川は現状で堀込みと堤防の複合的な形状であるた
め、効率的に流下能を向上させるため、引堤に際し、河床
をほとんど掘削しない河岸掘削を実施する。 

○ 技術的に実施可能であり、概略評価段階では他案と比較して明らかに不利
となるとは判断できないため、具体的な検討を実施する。 

－ ○ 

7 堤防のかさ上げ（モバイルレビーを含む） 対象流量見合いの流下能力となるよう、堤防かさ上げを実施
する。 

○ 

他の河道改修案に比して被害ポテンシャルが高くなる（超過洪水に対する
氾濫流量が大きくなる）。支川（長谷川、谷内川、竹谷川、奥出川の４河川）
に対する嵩上げや揚水機場等の設置も必要となり、コスト的にも不利にな
ると考えられる。モバイルレビーは局所的に流下能力が不足している河川
には有効であると考えられるが、和食川のように河道改修済みで左右岸一
様に流下能力が不足している河川には適用が困難であると考えられる。 

④⑥ × 

8 河道内の樹木の伐採 現況の河道内に樹木はないため適用外。 × － － － 

9 決壊しない堤防 現堤防に遮水や増強を施し、決壊しない堤防とする。 ○ 
現況の断面形状では満杯でも目標流量を安全に流下することができないた
め引堤が必要となるが、引堤したうえで決壊しない堤防とすることは、明
らかにコスト面で引堤案に劣る。 

③④  

10 決壊しづらい堤防 現堤防に遮水や増強を施し、決壊しづらい堤防とする。 ○ 
現況の断面形状では満杯でも目標流量を安全に流下することができないた
め引堤が必要となるが、引堤したうえで決壊しづらい堤防とすることは、
明らかにコスト面で引堤案に劣る。 

③④ × 

11 高規格堤防 現堤防を拡幅して高規格堤防とする。 ○ 
現況の断面形状では満杯でも目標流量を安全に流下することができないた
め引堤が必要となるが、引堤したうえで高規格堤防とすることは、明らか
にコスト面で引堤案に劣る。 

③④ × 

12 排水機場等 
堤防のかさ上げが行われ、本川水位の上昇が想定される場合
には、内水対策の強化として排水機場の設置、能力増強が必
要になる場合がある。 

○ 前述のとおり、堤防かさ上げは対策案として抽出されないことから、揚水
機場の設置、増強等は実施しない。 

④⑥ × 

 
【抽出しない理由説明】 

① 制度上、技術上の観点から極めて実現性が低いと考えられる案 
 
② 治水上の効果が極めて小さいと考えられる案 
 
③ コストが極めて高いと考えられる案 

 

 ④ 複数の類似案（河道改修のバリエーションなど）のうち、明らかに優位性が低い案 
 
⑤ 沿川の土地が浸水に対して脆弱であるため、現在の土地利用のまま、沿川の優良農地へ一時貯留

を見込む案（霞堤、二線堤など） 
 
⑥ その他の理由から和食川には適合しない案 
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4.和食ダム検証に係る検討の内容  

事   項   

4.2 治水対策案の検討  

和食川における治水対策案および概略評価による対策案の抽出一覧表 ２／３ 

対策案の種別 

(1) 複数の対策案の立案 (2) 概略評価による対策案の抽出 

和食川おける適用の説明 
適用の 
可否 

概略評価の説明 
抽出しない

理由 
抽出の 
要否 

13 雨水貯留施設 各家屋、役場、学校等に雨水貯留施設を設けて洪水流出の低
減をはかる。 

○ 
雨水貯留施設が設置可能な箇所は中・下流域に集中しており、上流域には
効果がない。また、流域に対して雨水貯留施設が設置可能な箇所は極わず
かであり、洪水低減効果は極わずかであると考えられる。 

②⑥ × 

14 雨水浸透施設 舗装道路を主とする舗装箇所を浸透性とし、洪水流出の低減
をはかる。 

○ 
雨水浸透施設が設置可能な箇所は中・下流域に集中しており、上流域には
効果がない。また、流域に対して雨水浸透施設が設置可能な箇所は極わず
かであり、洪水低減効果は極わずかであると考えられる。 

②⑥ × 

15 遊水機能を有する土地の保全 沿川に遊水機能を有する土地は存在しないため適用外。 × － － × 

16 部分的に低い堤防の存置 部分的に低い堤防は存在しないため適用外。 × － － － 

17 霞堤の存置 霞堤は存在しないため適用外。 × － － － 

18 輪中堤 氾濫区域内の集落を対象として輪中堤を設置する。 ○ 和食川の主たる水害防御対象は優良農地で、氾濫区域全体を防御する必要
があり、特定区域を防御する輪中堤は適さない。 

⑤⑥ × 

19 二線堤 和食川の氾濫区域において二線堤を設置する場合、集落西側
に二線堤を設置し、和食集落を防御することが考えられる。 

○ 和食川の主たる水害防御対象は優良農地で、沿川も主たる防御対象であり、
川から離れた区域を防御する二線堤は適さない。 

⑤⑥ × 

20 樹林帯等 被害緩和策であり治水安全度の向上に寄与しない。優良農地
が沿川にあるため不適切である。 

× － － － 

21 宅地の嵩上げ・ピロティ建築等 氾濫区域内の宅地、住宅を対象として宅地かさ上げ、ピロテ
ィ建築とする。 

○ 和食川の主たる水害防御対象は優良農地であり、宅地や家屋のみの局所的
な対策では明らかに不十分である。 

①⑤⑥ × 

22 土地利用規制 氾濫区域内の土地利用を規制する。 ○ 
畑地は浸水に対して脆弱であるため、土地利用規制の対象となると考えら
れるが、和食川の沿川は多くが畑地であるため、規制した場合、地域産業
が大きな打撃を受ける。地域住民との合意形成は不可能。 

⑤⑥ × 

23 水田等の保全 洪水防御の対象区間上流の水田を保全する ○ 洪水防御の対象区間上流にはほとんど水田がなく、対象洪水に対して有効
な洪水調節効果が期待できない。 

②⑥ × 

24 森林の保全 洪水防御の対象区間上流域の荒廃した森林を良好な森林に
誘導する。 

○ 洪水防御の対象区間上流は域面積が小さく、荒廃した森林もほとんどない
ことから、対象洪水に対して有効な洪水調節効果が期待できない。 

②⑥ × 

25 洪水の予測・情報の提供等 

被害緩和策であり治水安全度の向上に寄与しない。洪水の予
測・情報の提供は人的被害の回避などには有効であるが、和
食川の主な洪水防御の対象である優良農地に対しては効果
を発揮しない。ただし、超過洪水など不測の事態に備え、洪
水の予測・情報の提供は実施していく必要はある。 

× － － － 

26 水害保険等 

被害に対する補償であり治水安全度の向上に寄与しない。沿
川は高度に利用され、畑地においては、浸水被害による収穫
量の激減が想定され、保険料も莫大になることが予想され
る。また、水害により農作物を失うことは、当事者にとって
は仕事や生き甲斐を失うことにもなり、金銭だけの問題では
なく、合意形成は困難であると考えられる。 

× － － － 

 
【抽出しない理由説明】 

① 制度上、技術上の観点から極めて実現性が低いと考えられる案 
 
② 治水上の効果が極めて小さいと考えられる案 
 
③ コストが極めて高いと考えられる案 

 

 ④ 複数の類似案（河道改修のバリエーションなど）のうち、明らかに優位性が低い案 
 
⑤ 沿川の土地が浸水に対して脆弱であるため、現在の土地利用のまま、沿川の優良農地へ一時貯留

を見込む案（霞堤、二線堤など） 
 
⑥ その他の理由から和食川には適合しない案 
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4.和食ダム検証に係る検討の内容  

事   項 内   容 備   考 

4.2 治水対策案の検討 (3) 複合案の立案および抽出 

概略評価により抽出された５つの案を組み合わせて、複合案を作成する。 

複合案については以下の１０通りの組合せが考えられる。 

 

 

放水路 引堤

ダムの有効活用

引堤

放水路

遊水池

遊水池

引堤

放水路

ダム ダムの有効活用

引堤

放水路

遊水池

 

 

 

 

上記の 10案が考えられるが、ダム＋ダムの有効活用等、新たな治水施設を 2つ組み合わせて実施する案は、概略のコスト比較でも不利であり、

また、維持管理費も単独案以上のコストが必要となる。 

このため、組合せとしては、コスト的に有利である現況河道の引堤案を採用した。 
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4.和食ダム検証に係る検討の内容  

事   項   

4.2 治水対策案の検討  

 

和食川における治水対策案の複合案の立案および抽出一覧表 

番 対策案の種別 単独案・複合案 概要説明 比較評価 
抽出の 
要否 

１ 

ダ  ム 

【単独案】 

和食ダム 
和食ダム単独案。未改修である和食川上流区間（奥出川合流点よりも
上流）の最低規模流下能力まで対象洪水を低減する。 

下流既改修区間の安全度が目標に対し過大な安全度となり、上流区間
と安全度が不整合となる。コスト的にも和食ダム＋河道改修案より不
利（下記参照） 

× 

２ 
【複合案】 

和食ダム＋引堤 

現計画。和食川下流区間（奥出川合流点よりも下流）の既河道改修を
有効活用するため、和食川下流区間の流下能力まで対象洪水を低減し、
洪水調節を実施しても流下能力が不足する和食川上流区間に対して河
道改修を実施する。 

和食ダム単独案と比較して、和食川上流区間を河道改修することによ
るコスト増よりも、ダム規模が縮小することによるコスト減の方が大
きいため、単独案よりも明らかに有利。目標の治水安全度が上下流区
間で均等に確保される。 

○ 

３ 

ダムの有効活用 

（ダム再開発・再編等） 

【単独案】 

奥出ダム再開発 

奥出ダム再開発は和食川上流区間に洪水調節効果を発揮できないた
め、この区間で目標安全度を確保する場合、別途河道改修が必須とな
る。よって、奥出ダム再開発の単独案では河川整備計画の目標を達成
できない。 

－ － 

４ 
【複合案】 

奥出ダム再開発＋引堤 

和食川下流区間の既河道改修を有効活用するため、和食川下流区間の
流下能力まで対象洪水を低減する。奥出ダム再開発では和食川上流区
間に洪水調節効果を発揮できないため、この区間で目標流下能力を確
保するよう河道改修（引堤）を実施する。 

単独案では河川整備計画の目標を達成できないため複合案を抽出す
る。 

 

○ 

５ 

遊水池（調節池）等 

【単独案】 

遊水池 

遊水池単独案。遊水池は未改修である和食川上流区間の沿川に設置さ
れるため、未改修区間の流下能力向上は遊水池の工事に含まれる。既
河道改修を有効活用するため、和食川下流区間の流下能力まで対象洪
水を低減すれば、河道改修の必要はない。 

コスト的に遊水池＋河道改修案より有利（下記参照） ○ 

６ 
【複合案】 

遊水池＋引堤 
遊水池の規模を単独案よりも縮小し、和食川下流区間の流下能力の不
足分に対して河道改修を実施する。 

遊水池単独案と比較して、和食川下流区間を河道改修することによる
コスト増よりも、遊水池が縮小することによるコスト減の方が小さい
ため、単独案よりも明らかに不利。 

× 

７ 

放水路（捷水路） 

【単独案】 

放水路 
放水路単独案。未改修である和食川上流区間の最低規模流下能力まで
対象洪水を分派する。 

下流既改修区間の安全度が目標に対し過大な安全度となり、上流区間
と安全度が不整合となる。コスト的にも放水路＋河道改修案より不利
（下記参照） 

× 

８ 
【複合案】 

放水路＋引堤 

和食川下流区間の既河道改修を有効活用するため、和食川下流区間の
流下能力まで対象洪水を分派し、洪水の分派を実施しても流下能力が
不足する和食川上流区間に対して河道改修を実施する 

放水路単独案と比較して、和食川上流区間を河道改修することによる
コスト増よりも、放水路規模が縮小することによるコスト減の方が大
きいため、単独案よりも明らかに有利。目標の治水安全度が上下流区
間で均等に確保される。 

○ 

９ 

引  堤 

【単独案】 

引堤 
河道改修単独案。対象洪水を安全に流下させる流下能力を確保するた
め、和食川を河道改修する。改修区間はほぼ全区間に及ぶ。 

洪水流量を低減しない案として抽出する。 ○ 

－ 
【複合案】 

上記までの複合案と重複 
－ － － 

※概要説明：河川整備計画の目標を達成するために必要な対策の説明 

 

 

抽 出 案 ： ① 和食ダム（＋引堤）  ② 奥出ダム再開発（＋引堤）  ③ 遊水池（単独案）  ④ 放水路（＋引堤）  ⑤ 引堤（単独案）   
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4.和食ダム検証に係る検討の内容  

事   項   

4.3 治水対策案の評価 (1) 治水対策案に対する評価 

 

和食川の治水対策案に対する評価一覧表 １／２ 

評
価
軸 

評価の考え方 和食川の治水対策案に対する評価の説明 

各対策案の評価 

① 
和食ダム 

 
＋ 

上流部 
引堤 

② 
奥出ダム 
再開発 
＋ 

上流部 
引堤 

③ 
遊水池 
単独 
 
 
 

④ 
放水路 

 
＋ 

上流部 
引堤 

⑤ 
引堤単独 

 
 

上下流 
部引堤 

安
全
度 

河川整備計画レベルの目標に対し安全
を確保できるか 

全ての案で河川整備計画の目標である 1/50の治水安全度の確保が可能。 ○ ○ ○ ○ ○ 

目標を上回る洪水等が発生した場合に
どのような状態となるか 

沿川は整備された農地で、主に畑地（大部分がビーニルハウス）であり、計画洪水を上回る規模では、各対策案とも氾濫
することとなり、差異はない。 

○ ○ ○ ○ ○ 

段階的にどのように安全度が確保され
ていくのか 

和食ダムについては、今後 5～10年間の間に所定の効果を発現する。奥出ダム再開発、遊水池、放水路については、和食
ダムの事業予算規模で推移した場合においても、今後 10 年間で効果が発現しない。引堤は事業進捗に伴い徐々に効果を
発現するが、10年後の時点で目標には到達しない。 

◎ △ △ △ ○ 

どの範囲でどのような効果が確保され
ていくのか 

各案ともに和食川本川の同区間を洪水防御の対象としている。計画洪水に対しては、範囲、効果ともに各案で差異はない。 ○ ○ ○ ○ ○ 

安全度の評価 ◎ △ △ △ ○ 

コ
ス
ト 

完成までに要する費用はどのくらいか 和食ダム案が最も安価となる。（P55 目的別コスト比較表を参照） ◎ ○ ○ △ ○ 

維持管理に要する費用はどのくらいか 引堤単独案以外については洪水調節施設の管理費が別途必要となる。（P55 目的別コスト比較表を参照） ○ ○ ○ △ ◎ 

その他の費用（ダム中止に伴って発生
する費用等）はどれくらいか 

和食ダムは、付替村道と工事用道路が施工途中であり、和食ダムの中止が前提となる和食ダム案以外は施工途中箇所の安
全対策や現道との擦り付けなどの費用が必要となる。（P55 目的別コスト比較表を参照） 

― ○ ○ ○ ○ 

コストの評価 ◎ ○ ○ △ ○ 

実
現
性 

土地所有者等の協力の見通しはどうか 

和食ダムについては、用地買収を完了している。放水路については、新たに用地買収が発生することから、土地所有者等
に対して説明が必要である。奥出ダム再開発については、湛水面積が大きくなり、現奥出ダム湖上流の農地等が水没する
ため相応の影響が考えられるため困難である。引堤については、再改修による沿川農地の取得は地権者の感情的にも困難
である。遊水池についても、優良農地の多くを失うことになり地権者の協力は困難であると考えられる。 

◎ △ △ ○ △ 

その他の関係者等との調整の見通しは
どうか 

関連する既存施設（農業関連施設、道路関連施設等）との調整が必要である。和食ダムについては、調整が完了している。
既設奥出ダムは既得農業用水に対し補給するダムであるため、奥出ダム再開発は工事中の農業用水の確保など農業関係者
との調整が必要となる。放水路については、関連施設は少ないものの、農業及び漁業関係者との調整が必要である。引堤、
遊水池については、関連する農業関係者等との調整に時間がかかる。 

◎ △ △ ○ △ 

法制度上の観点から実現性の見通しは
どうか 

各案ともに特に障害となる法制度はない。 ○ ○ ○ ○ ○ 

技術上の観点から実現性の見通しはど
うか 

放水路、奥出ダム再開発については、地形、地質などによる技術的な問題がある可能性があるが、現時点では不明。その
他の案については技術的な問題はない。 

○ △ ○ △ ○ 

実現性の評価 ◎ △ △ ○ △ 

持
続
性 

将来にわたって持続可能といえるか 各案ともに維持管理は必要であるが持続可能である。 ○ ○ ○ ○ ○ 

柔
軟
性 

地球温暖化に伴う気候変化や社会境
の変化など、将来の不確実性に対する
柔軟性はどうか 

引提では、再改修による護岸の撤去、用地の再取得等を伴い、柔軟な対応は容易でない。また、放水路についても規模の
拡大は容易でない。和食ダム、奥出ダム再開発、遊水池は洪水調節方法を変更することである程度の対応が可能だが、自
然調節方式を前提としているため、洪水吐きの改造や堤体の嵩上げ等を伴う。 

○ ○ ○ △ △ 

【評価の説明】 

◎：他案と比較して特に優れている。   ○：他案と比較して平均的。   △：他案と比較して劣っている。  ※優劣の差が僅かなものについては同評価とする。コストの評価はトータルコストの比較とする。 
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4.和食ダム検証に係る検討の内容  

事   項   

4.3 治水対策案の評価  

 

和食川の治水対策案に対する評価一覧表 ２／２ 

評
価
軸 

評価の考え方 和食川の治水対策案に対する評価 

各対策案の評価 

① 
和食ダム 

 
＋ 

上流部 
引堤 

② 
奥出ダム 
再開発 
＋ 

上流部 
引堤 

③ 
遊水池 
単独 
 
 
 

④ 
放水路 

 
＋ 

上流部 
引堤 

⑤ 
引堤単独 

 
 

上下流 
部引堤 

地
域
社
会
へ
の
影
響 

事業地及びその周辺への影響はどの程
度か 

和食ダムについては、ダムサイトおよび水没地に宅地および農地はなく立木補償のみで、地域の生活、産業に与える影響
は少ないものと考えられる。放水路についても同様に社会的影響は少ないものと考えられる。奥出ダム再開発については、
湛水面積が大きくなり、現奥出ダム湖上流の農地等が水没するため相応の影響が考えられる。引堤については、住宅数戸
が移転となるほか、沿川の優良農地が失われることとなるため、地域の生活、産業に与える影響は大きいものと考えられ
る。遊水池も相当数の住戸が移転となるほか、広大な優良農地が失われることとなるため、地域の生活、産業に与える影
響は大きいものと考えられる。 

◎ △ △ ◎ △ 

地域振興等に対してどのような効果が
あるか 

和食ダム、奥出ダム再開発については、湖面利用やダム湖の周辺整備よる地域振興の事例が多くあることから、地域振興
の一助となることが期待される。引堤および遊水池については、地域の生活、産業の場を失うことになり地域の活力を後
退させる可能性もある。 

◎ ◎ △ ○ △ 

地域間の利害の衡平への配慮がなされ
ているか 

和食ダムは地域間で合意形成が図られているが、衡平への配慮という点では、各案とも差異はない。 ○ ○ ○ ○ ○ 

地域社会への影響の評価 ◎ △ △ ○ △ 

環
境
へ
の
影
響 

水環境に対してどのような影響がある
か 

水質については、和食ダム、奥出ダム再開発、遊水池の３案において、流水を貯留することから影響が想定されるが、和
食ダム、奥出ダムに比較して遊水池は貯留水の回転率が悪いこと、水面が広く水深が浅いため水温が上昇し易いこと、な
どにより水質の悪化が懸念される。 

○ ○ △ ◎ ◎ 

生物の多様性の確保及び流域の自然環
境全体にどのような影響があるか 

和食ダムにおける検討では影響は軽微であることが予想されており、奥出ダム再開発においても同様であるものと考えら
れる。ダム以外の設置箇所は自然度が低く同様の箇所が下流域に多くあるため自然環境に与える影響は軽微であると考え
られる。ただし、遊水池については、前項の水環境（水質）悪化による影響が懸念される。 

○ ○ △ ○ ○ 

土砂流動はどう変化し、下流河川・海
岸にどのように影響するか 

和食ダム、奥出ダム再開発は、上流域の発生土砂を貯留するため影響が考えられる。遊水池、放水路、引堤は、基本的に
土砂を貯留させないため、土砂供給への影響はほとんどないものと考えられる。 

△ △ ○ ○ ○ 

景観、人と自然との豊かな触れ合いに
どのような影響があるか 

各案ともに施設が完成しても、景観、人と自然との豊かな触れ合いに対する影響の差異はない。 ○ ○ ○ ○ ○ 

その他 上記の項目に加えて特筆される環境影響は特にない。 － － － － － 

環境への影響の評価 ○ ○ △ ◎ ◎ 

【評価の説明】 

◎：他案と比較して特に優れている。   ○：他案と比較して平均的。   △：他案と比較して劣っている。  ※優劣の差が僅かなものについては同評価とする。 

 

 

(2) 治水対策案の総合的な評価 

以下の理由により、和食川における最適な治水対策案は和食ダム案と判断する。 

① コストは和食ダム案が最も有利となる。 

② 和食ダム案の効果発現までの期間は他案と比較しても劣るものではなく、時間的な観点から見ても十分に実現性がある。 

③ その他の評価軸においても、他案と比較して劣っているものはない。 
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4.和食ダム検証に係る検討の内容  

事   項 内   容 備   考 

4.4 新規利水対策案の検討 

 

(1) 複数の対策案の立案 

提唱されている利水対策案に対して和食川において適用した場合に考えられる対策を立案する。 

ただし、物理的に適用が不可能な案、新規開発が不可能な案については適用外とする。 

 

 

(2) 概略評価による対策案の抽出 

一次選定に際し、以下に選定しない条件を示す。 

① 制度上、技術上の観点から極めて実現性が低いと考えられる案 

② 新規利水対策としての効果が極めて小さいと考えられる案（ダムと同等の効果が見込めない案） 

③ コストが極めて高いと考えられる案 

④ 現時点で効果や施設規模が不明確な案については棄却する。 

⑤ 複数の類似案については、優位性が高い案に絞り込む。 

⑥ 基本的に、既得水利の安全度低下、河川流況の悪化に繋がる対策は選定しない。 

⑦ その他、明らかに代替案とならない、和食川には適合しない対策は選定しない。 
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4.和食ダム検証に係る検討の内容  

事   項   

4.4 新規利水対策案の検討  

新規利水対策案の説明 

対策案の種別 対策案の説明 

1 ダム 

ダムは、河川を横過して専ら流水を貯留する目的で築造される構造物である。多目的ダムの場合、河川管理者が建設するダムに権原を持つことにより、水源とする方策

である。また、利水単独ダムの場合、利水者が許可工作物として自らダムを建設し、水源とする方策である。取水可能地点は、導水路の新設を前提としない場合には、

ダム下流である。 

2 河口堰 
河口堰は、河川の最下流部に堰を設置することにより、淡水を貯留し、水源とする方策である。取水可能地点は、導水路の新設を前提としない場合には、湛水区域であ

る。 

3 湖沼開発 
湖沼開発は、湖沼の流出部に堰等を設け、湖沼水位の計画的な調節を行って貯水池としての役割を持たせ、水源とする方策である。取水可能地点は、導水路の新設を前

提としない場合には、湖沼地点下流である。 

4 流況調整河川 
流況調整河川は、流況の異なる複数の河川を連絡することで、時期に応じて、水量に余裕のある河川から不足している河川に水を移動させることにより、水の有効活用

を図り、水源とする方策である。取水可能地点は、導水路の新設を前提としない場合には、接続先地点下流である。 

5 河道外貯留施設 
河道外貯留施設（貯水池）は、河道外に貯水池を設け、河川の流水を導水し、貯留することで水源とする方策である。取水可能地点は、導水路の新設を前提としない場

合には、施設の下流である。 

6 ダム再開発（かさ上げ・掘削） 
ダム再開発は、既存のダムをかさ上げあるいは掘削することで利水容量を確保し、水源とする方策である。取水可能地点は、導水路の新設を前提としない場合には、ダ

ム下流である。 

7 他用途ダム容量の買い上げ 
他用途ダム容量の買い上げは、既存のダムの他の用途のダム容量を買い上げて新規利水のための容量とすることで、水源とする方策である。取水可能地点は、導水路の

新設を前提としない場合には、ダム下流である。 

8 水系間導水 水系間導水は、水量に余裕のある他水系から導水することで水源とする方策である。取水可能地点は、導水路の新設を前提としない場合には、導水先位置下流である。 

9 地下水取水 
地下水取水は、伏流水や河川水に影響を与えないよう配慮しつつ、井戸の新設等により、水源とする方策である。取水可能地点は、導水路の新設を前提としない場合に

は、井戸の場所であり、取水の可否は場所による。 

10 ため池（取水後の貯留施設を含む） 
ため池（取水後の貯留施設を含む。）は、主に雨水や地区内流水を貯留するため池を設置することで水源とする方策である。取水可能地点は、導水路の新設を前提としな

い場合には、施設の下流である。 

11 海水淡水化 海水淡水化は、海水を淡水化する施設を設置し、水源とする方策である。取水可能地点は、導水路の新設を前提としない場合には、海沿いである。 

12 水源林の保全 
水源林の保全は、主にその土壌の働きにより、雨水を地中に浸透させ、ゆっくりと流出させるという水源林の持つ機能を保全し、河川流況の安定化を期待する方策であ

る。取水可能地点は、導水路の新設を前提としない場合には、水源林の下流である。 

13 ダム使用権等の振替 
ダム使用権等の振替は、需要が発生しておらず、水利権が付与されていないダム使用権等を必要な者に振り替える方策である。取水可能地点は、導水路の新設を前提と

しない場合には、振替元水源ダムの下流である。 

14 既得水利の合理化・転用 
既得水利の合理化・転用は、用水路の漏水対策、取水施設の改良等による用水の使用量の削減、農地面積の減少、産業構造の変革等に伴う需要減分を、他の必要とする

用途に転用する方策である。取水可能地点は、導水路の新設を前提としない場合には、転用元水源の下流である。 

15 渇水調整の強化 渇水調整の強化は、渇水調整協議会の機能を強化し、渇水時に被害を最小とするような取水制限を行う方策である。 

16 節水対策 節水対策は、節水コマなど節水機器の普及、節水運動の推進、工場における回収率の向上等により、水需要の抑制を図る方策でる。 

17 雨水・中水利用 雨・中水利用は、雨水利用の推進、中水利用施設の整備、下水処理水利用の推進により、河川水・地下水を水源とする水需要の抑制を図る方策である。 
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4.和食ダム検証に係る検討の内容  

事   項   

4.4 新規利水対策案の検討  

和食川における新規利水対策案および概略評価による対策案の抽出一覧表 １／２ 

対策案の種別 

(1) 複数の対策案の立案 (2) 概略評価による対策案の抽出 

和食川おける適用の説明 
適用の 
可否 

概略評価の説明 
抽出しない

理由 
抽出の 
要否 

1 ダム 
共同事業として和食ダムで新たに 1,000m3/日を開発する。新
規開発容量 120,000m3 

○ 
現在推進中の事業であり概略評価段階では実施の可能性を否定する要素
はない。 

－ ○ 

2 河口堰 河口堰を設置し、河道内貯留により新規開発する。 ○ 
河口部の河道内貯留では、安定取水するための容量が確保できない。内水
対策を含む治水対策との整合が必要となる。河川環境のへの影響が大きい。 

②⑦ × 

3 湖沼開発 水系内に開発可能な湖沼は存在しない。 × － － － 

4 流況調整河川 奥出川、谷内川等、水系内の支川を連絡する。 ○ 
水系内の河川の流況が期間的に大きく異なることはなく、流況調整の効果
はほとんど見込めない。 

②⑥ × 

5 河道外貯留施設 
沿川の河道外貯留施設として、沿川の掘削および築堤により
必要容量を確保する。 

○ 
技術的に実施可能であり、概略評価段階では他案と比較して明らかに不利
となるとは判断できないため、具体的な検討を実施する。 

－ ○ 

6 ダム再開発（かさ上げ・掘削） 奥出ダム再開発により、新規開発容量を確保する。 ○ 
技術的に実施可能であり、概略評価段階では他案と比較して明らかに不利
となるとは判断できないため、具体的な検討を実施する。 

－ ○ 

7 他用途ダム容量の買い上げ 流域内および近傍の複数の貯留施設の容量を買い上げる。 ○ 

これらの貯留施設は農業用の溜池であり、これら溜池の運用も含めて現在
の流況となっているが、現況においても農業用水に不足が生じることがあ
り、農業用溜池を買い上げ、新規利水として使用することは合意形成が困
難であると考えられる。 

⑥⑦ × 

8 水系間導水 近接する夜須川水系および赤野川水系より導水する。 ○ 
導水もとの流況を悪化させることになるため、流況にかなりの余裕がなけ
れば合意形成は困難であると考えられる。また、水系間で流況が大きく異
なるとは考えにくく、導水の効果もわずかであると考えられる。 

②⑥ × 

9 地下水取水 揚水機を増設し地下水を取水する。 ○ 

和食川の地下水は現時点で高度に利用されている。渇水時においては十分
な取水ができない状況となる。揚水機等を増設しても渇水時には十分な取
水ができない可能性が高い。また、これ以上の地下水取水は、帯水層への
塩水浸入や地盤沈下、河川水環境の悪化等の原因となる可能性が高い。 

②⑥⑦ × 

10 ため池（取水後の貯留施設を含む） 流域内にため池を築造する。 ○ 

現況においても流域内に多くのため池があり、適地がない。仮に現行ダム
と同等の利水機能を代替するため池を設置する場合、相当数の施設が必要
となり、コスト的にも環境影響的にも奥出ダム再開発に比べて不利となる
ことは明らか。 

⑤⑦ × 

11 海水淡水化 
既得水利及び河川環境への影響がない和食川流末の感潮域
において取水し、汽水を淡水化する施設を設置する。 

○ 他案よりも造水コストが膨大となり、トータルコストで不利となる。 ③ × 

12 水源林の保全 
荒廃した森林を良好な森林に誘導し、河川流況の安定化を図
る。 

○ 
上流域の山林は、既に水源涵養林として位置づけられており、既に保全が
図られている。また、流域面積が小さく、対象の水利用に対しては有効な
貯留効果が期待できない。 

② × 

 

【抽出しない理由説明】 

① 制度上、技術上の観点から極めて実現性が低いと考えられる案 
 
② 新規利水対策としての効果が極めて小さいと考えられる案（ダムと同等の効果が見込めない案） 

 
③ コストが極めて高いと考えられる案 

 
④ 現時点で効果や施設規模が不明確な案については棄却する。 

 ⑤ 複数の類似案のうち、明らかに優位性が低い案。 
 
⑥ 基本的に、既得水利の安全度低下、河川流況の悪化に繋がる対策は選定しない。 

 
⑦ その他の理由から和食川には適合しない対策は選定しない。 
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4.和食ダム検証に係る検討の内容  

事   項   

4.4 新規利水対策案の検討  

和食川における新規利水対策案および概略評価による対策案の抽出一覧表 １／２ 

対策案の種別 

(1) 複数の対策案の立案 (2) 概略評価による対策案の抽出 

和食川おける適用の説明 
適用の 
可否 

概略評価の説明 
抽出しない

理由 
抽出の 
要否 

13 ダム使用権等の振替 
流域内および近傍の複数の貯留施設の容量の使用権を振替
える。 

○ 

これらの貯留施設は農業用の溜池であり、これら溜池の運用も含めて現在
の流況となっているが、現況においても農業用水に不足が生じることがあ
り、農業用溜池の権利を振替、新規利水として使用することは合意形成が
困難であると考えられる。 

⑥⑦ × 

14 既得水利の合理化・転用 
既得の農業用水の施設および取配水システムを合理化する
ことで余剰を生み出し、新規利水に転用する。 

○ 
水利用の大半を園芸が占めており、これらの取配水システムは既に高度に
整備されているため、これ以上の合理化を実施しても極めて効果が小さい。 

②⑥ × 

15 渇水調整の強化 

渇水時の緊急的な対策であり、新規水源は確保できない。和
食川の水利用は和食川流域の狭い範囲に限定されているた
め、渇水時は全ての水利用で渇水状態となると考えられ、調
整の効果が見込めないと考えられる。 

× － － － 

16 節水対策 

水需要の抑制を図る方策であり、新規水源は確保できない。
節水対策は、常時の使用量を節約することで水源である貯留
水の枯渇を遅らせ、渇水時でも出来る限り水利用に支障を来
さないようにする方策だが、和食川では水道水源としての貯
留施設がないため効果がない。 

× － － － 

17 雨水・中水利用 

水需要の抑制を図る方策であり、新規水源は確保できない。
和食ダムの新規利水は、飲料水としても利用される水道用水
であるため、雨水・中水の利用は困難である。また、施設を
整備しても相応の貯留施設がなければ安定的な供給はでき
ない。 

× － － － 

 

【抽出しない理由説明】 

① 制度上、技術上の観点から極めて実現性が低いと考えられる案 
 
② 新規利水対策としての効果が極めて小さいと考えられる案（ダムと同等の効果が見込めない案） 

 
③ コストが極めて高いと考えられる案 

 
④ 現時点で効果や施設規模が不明確な案については棄却する。 

 ⑤ 複数の類似案については、優位性が高い案に絞り込む。 
 
⑥ 基本的に、既得水利の安全度低下、河川流況の悪化に繋がる対策は選定しない。 

 
⑦ その他の理由から和食川には適合しない対策は選定しない。 

 

 

 

(3) 複合案の立案および抽出 

「(2) 概略評価による対策案の抽出」で抽出された対策案は、全て単独で新規利水の目標を達成することが可能である。また、地形・用地の土地利

用・用地内の施設の状況などから考えてもある程度施設規模を縮小することでコストが格段に縮減できるとは考えにくいことから、複合させることに

よる規模縮小のコスト減よりも、複数施設となるコスト増が大きくなり、コスト的に単独案と比較して不利となることは明らかである。また、複合案

では管理する施設が複数となること、施設の環境等に対する影響が複数箇所になることなどからも単独案と比較して不利となる。よって、新規利水対

策については複合案とする優位性は認められないことから、全て単独案とする。 

 

抽 出 案 ： ① 和食ダム（単独案）  ② 奥出ダム再開発（単独案）  ③ 河道外貯留施設（単独案） 
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4.和食ダム検証に係る検討の内容  

事   項   

4.5 新規利水対策案の評価 (1) 新規利水対策案に対する評価 

 

和食川の新規利水対策案に対する評価一覧表 １／２ 

評
価
軸 

評価の考え方 和食川の新規利水対策案に対する評価の説明 

各対策案の評価 

① 
和食ダム 
 

② 
奥出ダム 
再開発 

③ 
河道外 

貯留施設 

目
標 

目標の開発水量を確保できるか 各案ともに目標である開発水量の確保が可能。 ○ ○ ○ 

段階的にどのように効果が確保されて
いくのか 

10年後に所定の効果を発現する対策は和食ダム案のみである。 ○ △ △ 

どの範囲でどのような効果が確保され
ていくのか 

各案ともに芸西村の水道へ供給を目的としているため、各案による範囲および効果に差異はない。 ○ ○ ○ 

どのような水質の用水が得られるか 
和食ダム、奥出ダム再開発については、貯留施設上流域に特に水質に大きな影響を与えるものは確認されていないため、水道水の源水として基
準を満たした水質となる可能性が高い。河道外貯留施設については、回転率が悪いこと、水面が広く水深が浅いため水温が上昇し易いこと、な
どにより水質の悪化が懸念される。 

○ ○ △ 

目標の評価 ◎ ○ △ 

コ
ス
ト 

完成までに要する費用はどのくらいか 和食ダムの新規利水分担費が安くなる。（P55 目的別コスト比較表を参照） ◎ ○ ○ 

維持管理に要する費用はどのくらいか 各案ともに同程度である。（P55 目的別コスト比較表を参照） ○ ○ ○ 

その他の費用（ダム中止に伴って発生
する費用等）はどれくらいか 

和食ダムは、付替村道と工事用道路が施工途中であり、和食ダムの中止が前提となる奥出ダム再開発および河道外貯留施設は施工途中箇所の安
全対策や現道との擦り付けなどの費用が必要となる。（P55 目的別コスト比較表を参照） 

― ○ ○ 

コストの評価 ◎ ○ ○ 

実
現
性 

土地所有者等の協力の見通しはどうか 
和食ダムについては、用地買収を完了している。奥出ダム再開発については、湛水面積が大きくなり、現奥出ダム湖上流の農地等が水没するた
め相応の影響が考えられるため困難である。河道外貯留施設については、優良農地の多くを失うことになり地権者の協力は困難であると考えら
れる。 

◎ △ △ 

関係する河川使用者の同意の見通しは
どうか 

水道と農業用水の既得水利があるが、いずれの案においてもこれらを侵すものではない。ただし、既設奥出ダムは既得農業用水に対し補給する
ダムであるため、奥出ダム再開発は工事中の農業用水の確保など農業関係者との調整が必要となる。和食ダムは調整済みである。 

◎ △ ○ 

発電を目的として事業に参画している
者への影響の程度はどうか 

対 象 外 

その他の関係者等との調整の見通しは
どうか 

既設奥出ダムは既得農業用水に対し補給するダムであるため、奥出ダム再開発は工事中の農業用水の確保など農業関係者との調整が必要とな
る。河道外貯留施設は、農業施設等が補償対象となるため、これら関係者との協議が必要となる。和食ダムについては、調整が完了している。 

◎ △ ○ 

事業期間はどの程度必要か 和食ダムは、目標年次までに共用開始が可能である。奥出ダム再開発および河道外貯留施設の完成は目標年次を超過するものと考えられる。 ◎ ○ ○ 

法制度上の観点から実現性の見通しは
どうか 

各案ともに特に障害となる法制度はない。 ○ ○ ○ 

技術上の観点から実現性の見通しはど
うか 

奥出ダム再開発については、地形、地質や現ダム提体の状況などにより、技術的な問題がある可能性があるが、現時点では不明。 ○ △ ○ 

実現性の評価 ◎ △ ○ 

持
続
性 

将来にわたって持続可能といえるか 各案ともに維持管理は必要であるが持続可能である。 ○ ○ ○ 

【評価の説明】 

◎：他案と比較して特に優れている。   ○：他案と比較して平均的。   △：他案と比較して劣っている。  ※優劣の差が僅かなものについては同評価とする。コストの評価はトータルコストの比較とする。 
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4.和食ダム検証に係る検討の内容  

事   項   

4.5 新規利水対策案の評価  

 

和食川の新規利水対策案に対する評価一覧表 ２／２ 

評
価
軸 

評価の考え方 和食川の新規利水対策案に対する評価 

各対策案の評価 

① 
和食ダム 

 
 

② 
奥出ダム 
再開発 

 

③ 
河道外 
貯留施設 

 

地
域
社
会
へ
の
影
響 

事業地及びその周辺への影響はどの程
度か 

和食ダムにおいては、ダムサイトおよび水没地に宅地および農地はなく立木補償のみで、地域の生活、産業に与える影響は少ないものと考えら
れる。奥出ダム再開発も同様の状況ではあるものの、和食ダム計画に協力した土地所有者、新たな計画による土地所有者の意向もあり、地域の
生活に与える影響も想定される。河道外貯留施設は、相当数の住戸が移転となるほか、広大な優良農地が失われることとなるため、地域の生活、
産業に与える影響は大きいものと考えられる。 

◎ △ △ 

地域振興等に対してどのような効果が
あるか 

和食ダム、奥出ダム再開発については、湖面利用やダム湖の周辺整備による地域振興の事例が多くあることから、地域振興の一助となることが
期待される。河道外貯留施設については、地域の生活、産業の場を失うことになり地域の活力を後退させる可能性もある。 

○ ○ △ 

地域間の利害の衡平への配慮がなされ
ているか 

和食ダムは地域間で合意形成が図られているが、衡平への配慮という点では、各案とも差異はない。 ○ ○ ○ 

地域社会への影響の評価 ◎ ○ △ 

環
境
へ
の
影
響 

水環境に対してどのような影響がある
か 

水質については、和食ダム、奥出ダムに比較して遊水池は貯留水の回転率が悪いこと、水面が広く水深が浅いため水温が上昇し易いこと、など
により水質の悪化が懸念される。 

○ ○ △ 

地下水位、地盤沈下や地下水の塩水化
にどのような影響があるか 

各案ともに地下水は取水しないため、地盤沈下や地下水の塩水化への影響はない。 ○ ○ ○ 

生物の多様性の確保及び流域の自然環
境全体にどのような影響があるか 

和食ダムにおける検討では影響は軽微であることが予想されており、奥出ダム再開発においても同様であるものと考えられる。河道外貯留施設
の設置箇所は自然度が低く同様の箇所が下流域に多くあるため自然環境に与える影響は軽微であると考えられる。ただし、河道外貯留施設につ
いては、前項の水環境（水質）悪化による影響が懸念される。 

○ ○ △ 

土砂流動はどう変化し、下流の河川・
海岸にどのように影響するか 

和食ダム、奥出ダム再開発は、上流域の発生土砂を貯留するため影響がある。河道外貯留施設は、基本的に土砂を貯留させないため、土砂供給
への影響はほとんどないものと考えられる。 

△ △ ○ 

景観、人と自然との豊かな触れ合いに
どのような影響があるか 

各案ともに施設が完成しても、景観、人と自然との豊かな触れ合いに対する影響の差異はない。 ○ ○ ○ 

CO2 排出負荷はどう変わるか 各案ともに導水等に動力は必要ないため管理上の CO2排出負荷は小さいものと考えられる。 ○ ○ ○ 

その他 各案ともに上記の項目に加えて特筆される環境影響は特にない。 － － － 

環境への影響の評価 ○ ○ △ 

【評価の説明】 

◎：他案と比較して特に優れている。   ○：他案と比較して平均的。   △：他案と比較して劣っている。  ※優劣の差が僅かなものについては同評価とする。 

 

 

 (2) 新規利水対策案の総合的な評価 

以下の理由により、和食川における最適な新規利水対策案は和食ダム案と判断する。 

① コストは和食ダム案、奥出ダム再開発案で同等（和食ダム案が若干有利） 

② 和食ダム案の効果発現までの期間は他案と比較して有利であり、時間的な観点から見ても十分に実現性がある。 

④ その他の評価軸においても、他案と比較して劣っているものはない。 
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4.和食ダム検証に係る検討の内容  

事   項 内   容 備   考 

4.6 流水の正常な機能の 

維持対策案の検討 

 

(1) 複数の対策案の立案 

提唱されている利水対策案に対して和食川において適用した場合に考えられる対策を立案する。 

ただし、物理的に適用が不可能な案、流水の正常な機能の維持（既得水利の安全度確保含む）に寄与しない案については適用外とする。 

 

 

(2) 概略評価による対策案の抽出 

一次選定に際し、以下に選定しない条件を示す。 

① 制度上、技術上の観点から極めて実現性が低いと考えられる案 

② 流水の正常な機能の維持対策としての効果が極めて小さいと考えられる案（ダムと同等の効果が見込めない案） 

③ コストが極めて高いと考えられる案 

④ 現時点で効果や施設規模が不明確な案については棄却する。 

⑤ 複数の類似案については、優位性が高い案に絞り込む。 

⑥ 基本的に、既得水利の全部または一部の安全度低下、河川流況の悪化に繋がる対策は選定しない。 

⑦ その他、明らかに代替案とならない、和食川には適合しない対策は選定しない。 
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4.和食ダム検証に係る検討の内容  

事   項   

4.6 流水の正常な機能の 

維持対策案の検討 

 

流水の正常な機能の維持対策案の説明 

対策案の種別 対策案の説明 

1 ダム 

ダムは、河川を横過して専ら流水を貯留する目的で築造される構造物である。多目的ダムの場合、河川管理者が建設するダムに権原を持つことにより、水源とする方策

である。また、利水単独ダムの場合、利水者が許可工作物として自らダムを建設し、水源とする方策である。取水可能地点は、導水路の新設を前提としない場合には、

ダム下流である。 

2 河口堰 
河口堰は、河川の最下流部に堰を設置することにより、淡水を貯留し、水源とする方策である。取水可能地点は、導水路の新設を前提としない場合には、湛水区域であ

る。 

3 湖沼開発 
湖沼開発は、湖沼の流出部に堰等を設け、湖沼水位の計画的な調節を行って貯水池としての役割を持たせ、水源とする方策である。取水可能地点は、導水路の新設を前

提としない場合には、湖沼地点下流である。 

4 流況調整河川 
流況調整河川は、流況の異なる複数の河川を連絡することで、時期に応じて、水量に余裕のある河川から不足している河川に水を移動させることにより、水の有効活用

を図り、水源とする方策である。取水可能地点は、導水路の新設を前提としない場合には、接続先地点下流である。 

5 河道外貯留施設 
河道外貯留施設（貯水池）は、河道外に貯水池を設け、河川の流水を導水し、貯留することで水源とする方策である。取水可能地点は、導水路の新設を前提としない場

合には、施設の下流である。 

6 ダム再開発（かさ上げ・掘削） 
ダム再開発は、既存のダムをかさ上げあるいは掘削することで利水容量を確保し、水源とする方策である。取水可能地点は、導水路の新設を前提としない場合には、ダ

ム下流である。 

7 他用途ダム容量の買い上げ 
他用途ダム容量の買い上げは、既存のダムの他の用途のダム容量を買い上げて流水の正常な機能の維持のための容量とすることで、水源とする方策である。取水可能地

点は、導水路の新設を前提としない場合には、ダム下流である。 

8 水系間導水 水系間導水は、水量に余裕のある他水系から導水することで水源とする方策である。取水可能地点は、導水路の新設を前提としない場合には、導水先位置下流である。 

9 地下水取水 
地下水取水は、伏流水や河川水に影響を与えないよう配慮しつつ、井戸の新設等により、水源とする方策である。取水可能地点は、導水路の新設を前提としない場合に

は、井戸の場所であり、取水の可否は場所による。 

10 ため池（取水後の貯留施設を含む） 
ため池（取水後の貯留施設を含む。）は、主に雨水や地区内流水を貯留するため池を設置することで水源とする方策である。取水可能地点は、導水路の新設を前提としな

い場合には、施設の下流である。 

11 海水淡水化 海水淡水化は、海水を淡水化する施設を設置し、水源とする方策である。取水可能地点は、導水路の新設を前提としない場合には、海沿いである。 

12 水源林の保全 
水源林の保全は、主にその土壌の働きにより、雨水を地中に浸透させ、ゆっくりと流出させるという水源林の持つ機能を保全し、河川流況の安定化を期待する方策であ

る。取水可能地点は、導水路の新設を前提としない場合には、水源林の下流である。 

13 ダム使用権等の振替 
ダム使用権等の振替は、需要が発生しておらず、水利権が付与されていないダム使用権等を必要な者に振り替える方策である。取水可能地点は、導水路の新設を前提と

しない場合には、振替元水源ダムの下流である。 

14 既得水利の合理化 既得水利の合理化は、用水路の漏水対策、取水施設の改良等による用水の使用量の削減、農地面積の減少、産業構造の変革等に伴う需要減を図る方策である。 

15 渇水調整の強化 渇水調整の強化は、渇水調整協議会の機能を強化し、渇水時に被害を最小とするような取水制限を行う方策である。 

16 節水対策 節水対策は、節水コマなど節水機器の普及、節水運動の推進、工場における回収率の向上等により、水需要の抑制を図る方策である。 

17 雨水・中水利用 雨水・中水利用は、雨水利用の推進、中水利用施設の整備、下水処理水利用の推進により、河川水・地下水を水源とする水需要の抑制を図る方策である。 
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4.和食ダム検証に係る検討の内容  

事   項   

4.6 流水の正常な機能の 

維持対策案の検討 

 

和食川における流水の正常な機能の維持対策案および概略評価による対策案の抽出一覧表 １／２ 

対策案の種別 

(1) 複数の対策案の立案 (2) 概略評価による対策案の抽出 

和食川おける適用の説明 
適用の 
可否 

概略評価の説明 
抽出しない

理由 
抽出の 
要否 

1 ダム 
共同事業として和食ダムで流水の正常な機能を維持する。不
特定容量 200,000m3 

○ 
現在推進中の事業であり、概略評価段階では実施の可能性を否定する要素
はない。 

－ ○ 

2 河口堰 河口堰を設置し、河道内貯留により新規開発する。 ○ 

河口部の河道内貯留では、流水の正常な機能を維持するための容量が確保
できない。内水対策を含む治水対策との整合が必要となる。対象区間上流
端まで導水する必要があり、ランニングコストの増大、CO2 排出負荷など
の問題がある。海洋と河川の連続性に大きな支障が発生するため生態系へ
の影響をはじめ自然環境のへの影響が懸念される 

②⑦ × 

3 湖沼開発 水系内に開発可能な湖沼は存在しない。 × － － － 

4 流況調整河川 奥出川、谷内川等、水系内の支川を連絡する。 ○ 
水系内の河川の流況が期間的に大きく異なることはなく、流況調整の効果
はほとんど見込めない。 

②⑥ × 

5 河道外貯留施設 
沿川の河道外貯留施設として、沿川の掘削および築堤により
必要容量を確保する。 

○ 
技術的に実施可能であり、概略評価段階では他案と比較して明らかに不利
となるとは判断できないため、具体的な検討を実施する。 

－ ○ 

6 ダム再開発（かさ上げ・掘削） 
奥出ダム再開発により、流水の正常な機能の維持に必要な容
量を確保する。 

○ 
技術的に実施可能であり、概略評価段階では他案と比較して明らかに不利
となるとは判断できないため、具体的な検討を実施する。 

－ ○ 

7 他用途ダム容量の買い上げ 流域内および近傍には他用途ダムはない。 × － － － 

8 水系間導水 近接する夜須川水系および赤野川水系より導水する。 ○ 
導水もとの流況を悪化させることになるため、流況にかなりの余裕がなけ
れば合意形成は困難であると考えられる。また、水系間で流況が大きく異
なるとは考えにくく、導水の効果もわずかであると考えられる。 

②⑥ × 

9 地下水取水 揚水機を増設し地下水を取水する。 ○ 

和食川の地下水は現時点で高度に利用されている。渇水時においては十分
な取水ができない状況となる。揚水機等を増設しても渇水時には十分な取
水ができない可能性が高い。また、これ以上の地下水取水は、帯水層への
塩水浸入や地盤沈下、河川水環境の悪化等の原因となる可能性が高い。 

②⑥⑦ × 

10 ため池（取水後の貯留施設を含む） 流域内にため池を築造する。 ○ 

現況においても流域内に多くのため池があり、適地がない。仮に現行ダム
と同等の利水機能を代替するため池を設置する場合、相当数の施設が必要
となり、コスト的にも環境影響的にも奥出ダム再開発に比べて不利となる
ことは明らか。 

⑤⑦ × 

11 海水淡水化 
既得水利及び河川環境への影響がない和食川流末の感潮域
において取水し、汽水を淡水化する施設を設置する。 

○ 
他案よりも造水コストが膨大となること、対象区間上流端まで導水する必
要がありランニングコストが増大すること等から、トータルコストで不利
となる。CO2排出負荷などの問題がある。 

③ × 

12 水源林の保全 
荒廃した森林を良好な森林に誘導し、河川流況の安定化を図
る。 

○ 
上流域の山林は、既に水源涵養林として位置づけられており、既に保全が
図られている。また、流域面積が小さく、対象の水利用に対しては有効な
貯留効果が期待できない。 

② × 

 

【抽出しない理由説明】 

① 制度上、技術上の観点から極めて実現性が低いと考えられる案 
 
② 流水の正常な機能の維持対策としての効果が極めて小さいと考えられる案（ダムと同等の効果が

見込めない案） 
 

③ コストが極めて高いと考えられる案 
 

④ 現時点で効果や施設規模が不明確な案については棄却する。 

 ⑤ 複数の類似案については、優位性が高い案に絞り込む。 
 
⑥ 基本的に、既得水利の全部または一部の安全度低下、河川流況の悪化に繋がる対策は選定しない。 

 
⑦ その他の理由から和食川には適合しない対策は選定しない。 
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4.和食ダム検証に係る検討の内容  

事   項   

4.6 流水の正常な機能の 

維持対策案の検討 

 

和食川における流水の正常な機能の維持対策案および概略評価による対策案の抽出一覧表 ２／２ 

対策案の種別 

(1) 複数の対策案の立案 (2) 概略評価による対策案の抽出 

和食川おける適用の説明 
適用の 
可否 

概略評価の説明 
抽出しない

理由 
抽出の 
要否 

13 ダム使用権等の振替 
流域内および近傍には他目的の使用権を有するダムはない
ため、使用権の振替等は不可能。 

× － － － 

14 既得水利の合理化 

使用水量の抑制を図る方策であり、既得水利の安全度確保に
寄与しない。水利用の大半を園芸が占めており、これらの取
配水システムは既に高度に整備されているため、これ以上の
合理化を実施しても極めて効果が小さい。 

× － － － 

15 渇水調整の強化 

渇水時の緊急的な対策であり、既得水利の安全度確保に寄与
しない。和食川の水利用は和食川流域の狭い範囲に限定され
ているため、渇水時は全ての水利用で渇水状態となると考え
られ、調整の効果が見込めないと考えられる。 

× － － － 

16 節水対策 

使用水量の抑制を図る方策であり、既得水利の安全度確保に
寄与しない。水利用の大半を園芸が占めており、これらの取
配水システムは既に高度に整備されているため、無駄のなく
利用している。 

× － － － 

17 雨水・中水利用 
農業用水であり、雨水および中水（水田の還元水等）は既に
利用している。 

× － － － 

 

【抽出しない理由説明】 

① 制度上、技術上の観点から極めて実現性が低いと考えられる案 
 
② 新規利水対策としての効果が極めて小さいと考えられる案（ダムと同等の効果が見込めない案） 

 
③ コストが極めて高いと考えられる案 

 
④ 現時点で効果や施設規模が不明確な案については棄却する。 

 ⑤ 複数の類似案については、優位性が高い案に絞り込む。 
 
⑥ 基本的に、既得水利の全部または一部の安全度低下、河川流況の悪化に繋がる対策は選定しない。 

 
⑦ その他の理由から和食川には適合しない対策は選定しない。 

 

 

 

 

 

(3) 複合案の立案および抽出 

「(2) 概略評価による対策案の抽出」で抽出された対策案は、全て単独で流水の正常な機能の維持の目標を達成することが可能である。また、地形・

用地の土地利用・用地内の施設の状況などから考えてもある程度施設規模を縮小することでコストが格段に縮減できるとは考えにくいことから、複合

させることによる規模縮小のコスト減よりも、複数施設となるコスト増が大きくなり、コスト的に単独案と比較して不利となることは明らかである。

また、複合案では管理する施設が複数となること、施設の環境等に対する影響が複数箇所になることなどからも単独案と比較して不利となる。よって、

流水の正常な機能の維持対策については複合案とする優位性は認められないことから、全て単独案とする。 

 

抽 出 案 ： ① 和食ダム（単独案）  ② 奥出ダム再開発（単独案）  ③ 河道外貯留施設（単独案） 
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4.和食ダム検証に係る検討の内容  

事   項   

4.7 流水の正常な機能の 

維持対策案の評価 

(1) 流水の正常な機能の維持対策案に対する評価 

 

和食川の流水の正常な機能の維持対策案に対する評価一覧表 １／２ 

評
価
軸 

評価の考え方 和食川の流水の正常な機能の維持対策案に対する評価の説明 

各対策案の評価 

① 
和食ダム 

 
 

② 
奥出ダム 
再開発 

 

③ 
河道外 
貯留施設 

 

目
標 

目標の流水の正常な機能の維持を確保
できるか 

各案ともに目標である流水の正常な機能の維持の確保が可能。 ○ ○ ○ 

段階的にどのように効果が確保されて
いくのか 

10年後に所定の効果を発現する対策は和食ダム案のみである。 ○ △ △ 

どの範囲でどのような効果が確保され
ていくのか 

各案ともに和食川の流水の正常な機能の維持を目的としているため、各案による範囲および効果に差異はない。 ○ ○ ○ 

どのような水質の用水が得られるか 
和食ダム、奥出ダム再開発については、貯留施設上流域に特に水質に大きな影響を与えるものは確認されていないため、水道水の源水として基
準を満たした水質となる可能性が高い。河道外貯留施設については、回転率が悪いこと、水面が広く水深が浅いため水温が上昇し易いこと、な
どにより水質の悪化が懸念される。 

○ ○ △ 

目標の評価 ◎ ○ △ 

コ
ス
ト 

完成までに要する費用はどのくらいか 和食ダムが最も安くなる。（P55 目的別コスト比較表を参照） ◎ ○ △ 

維持管理に要する費用はどのくらいか 各案ともに同程度である。（P55 目的別コスト比較表を参照） ○ ○ ○ 

その他の費用（ダム中止に伴って発生
する費用等）はどれくらいか 

和食ダムは、付替村道と工事用道路が施工途中であり、和食ダムの中止が前提となる奥出ダム再開発および河道外貯留施設は施工途中箇所の安
全対策や現道との擦り付けなどの費用が必要となる。（P55 目的別コスト比較表を参照） 

― ○ ○ 

コストの評価 ◎ ○ △ 

実
現
性 

土地所有者等の協力の見通しはどうか 
和食ダムについては、用地買収を完了している。奥出ダム再開発については、湛水面積が大きくなり、現奥出ダム湖上流の農地等が水没するた
め相応の影響が考えられるため困難である。河道外貯留施設については、優良農地の多くを失うことになり地権者の協力は困難であると考えら
れる。 

◎ △ △ 

関係する河川使用者の同意の見通しは
どうか 

水道と農業用水の既得水利があるが、いずれの案においてもこれらを侵すものではない。ただし、既設奥出ダムは既得農業用水に対し補給する
ダムであるため、奥出ダム再開発は工事中の農業用水の確保など農業関係者との調整が必要となる。和食ダムは調整済みである。 

◎ △ ○ 

発電を目的として事業に参画している
者への影響の程度はどうか 

 

対 象 外 

その他の関係者等との調整の見通しは
どうか 

既設奥出ダムは既得農業用水に対し補給するダムであるため、奥出ダム再開発は工事中の農業用水の確保など農業関係者との調整が必要とな
る。河道外貯留施設は、農業施設等が補償対象となるため、これら関係者との協議が必要となる。和食ダムについては、調整が完了している。 

◎ △ ○ 

事業期間はどの程度必要か 和食ダムは、目標年次までに共用開始が可能である。奥出ダム再開発および河道外貯留施設の完成は目標年次を超過するものと考えられる。 ◎ ○ ○ 

法制度上の観点から実現性の見通しは
どうか 

各案ともに特に障害となる法制度はない。 ○ ○ ○ 

技術上の観点から実現性の見通しはど
うか 

奥出ダム再開発については、地形、地質や現ダム提体の状況などにより、技術的な問題がある可能性があるが、現時点では不明。 ○ △ ○ 

実現性の評価 ◎ △ ○ 

持
続
性 

将来にわたって持続可能といえるか 各案ともに維持管理は必要であるが持続可能である。 ○ ○ ○ 

【評価の説明】 

◎：他案と比較して特に優れている。   ○：他案と比較して平均的。   △：他案と比較して劣っている。  ※優劣の差が僅かなものについては同評価とする。コストの評価はトータルコストの比較とする。 
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4.和食ダム検証に係る検討の内容  

事   項   

4.7 流水の正常な機能 

の維持対策案の評価 

 

 

和食川の流水の正常な機能の維持対策案に対する評価一覧表 ２／２ 

評
価
軸 

評価の考え方 和食川の流水の正常な機能の維持対策案に対する評価 

各対策案の評価 

① 
和食ダム 

 
 

② 
奥出ダム 
再開発 

 

③ 
河道外 
貯留施設 

 

地
域
社
会
へ
の
影
響 

事業地及びその周辺への影響はどの程
度か 

和食ダムにおいては、ダムサイトおよび水没地に宅地および農地はなく立木補償のみで、地域の生活、産業に与える影響は少ないものと考えら
れる。奥出ダム再開発も同様の状況ではあるものの、和食ダム計画に協力した土地所有者、新たな計画による土地所有者の意向もあり、地域の
生活に与える影響も想定される。河道外貯留施設は、相当数の住戸が移転となるほか、広大な優良農地が失われることとなるため、地域の生活、
産業に与える影響は大きいものと考えられる。 

◎ △ △ 

地域振興等に対してどのような効果が
あるか 

和食ダム、奥出ダム再開発については、湖面利用やダム湖の周辺整備による地域振興の事例が多くあることから、地域振興の一助となることが
期待される。河道外貯留施設については、地域の生活、産業の場を失うことになり地域の活力を後退させる可能性もある。 

○ ○ △ 

地域間の利害の衡平への配慮がなされ
ているか 

和食ダムは地域間で合意形成が図られているが、衡平への配慮という点では、各案とも差異はない。 ○ ○ ○ 

地域社会への影響の評価 ◎ ○ △ 

環
境
へ
の
影
響 

水環境に対してどのような影響がある
か 

水質については、和食ダム、奥出ダムに比較して遊水池は貯留水の回転率が悪いこと、水面が広く水深が浅いため水温が上昇し易いこと、など
により水質の悪化が懸念される。 

○ ○ △ 

地下水位、地盤沈下や地下水の塩水化
にどのような影響があるか 

各案ともに地下水は取水しないため、地盤沈下や地下水の塩水化への影響はない。 ○ ○ ○ 

生物の多様性の確保及び流域の自然環
境全体にどのような影響があるか 

和食ダムにおける検討では影響は軽微であることが予想されており、奥出ダム再開発においても同様であるものと考えられる。河道外貯留施設
の設置箇所は自然度が低く同様の箇所が下流域に多くあるため自然環境に与える影響は軽微であると考えられる。ただし、河道外貯留施設につ
いては、前項の水環境（水質）悪化による影響が懸念される。 

○ ○ △ 

土砂流動はどう変化し、下流の河川・
海岸にどのように影響するか 

和食ダム、奥出ダム再開発は、上流域の発生土砂を貯留するため影響がある。河道外貯留施設は、基本的に土砂を貯留させないため、土砂供給
への影響はほとんどないものと考えられる。 

△ △ ○ 

景観、人と自然との豊かな触れ合いに
どのような影響があるか 

各案ともに施設が完成しても、景観、人と自然との豊かな触れ合いに対する影響の差異はない。 ○ ○ ○ 

CO2 排出負荷はどう変わるか 各案ともに導水等に動力は必要ないため管理上の CO2排出負荷は小さいものと考えられる。 ○ ○ ○ 

その他 各案ともに上記の項目に加えて特筆される環境影響は特にない。 － － － 

環境への影響の評価 ○ ○ △ 

【評価の説明】 

◎：他案と比較して特に優れている。   ○：他案と比較して平均的。   △：他案と比較して劣っている。  ※優劣の差が僅かなものについては同評価とする。 

 

 

(2) 流水の正常な機能の維持対策案の総合的な評価 

以下の理由により、和食川における最適な流水の正常な機能の維持対策案は和食ダム案と判断する。 

① コストは和食ダム案が最も有利 

② 和食ダム案の効果発現までの期間は奥出ダム案と比較して有利であり、時間的な観点から見ても十分に実現性がある。 

③ その他の評価軸においても、他案と比較して劣っているものはない。 
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4.和食ダム検証に係る検討の内容  

事   項 内   容 備   考 

4.8 検証ダムの総合的な評価 

 

検証ダムの総合的な評価では、前提として治水対策、新規利水対策、流水の正常な機能の維持対策の全ての機能を確保でき、コスト面で有利な

組合せを抽出する必要がある。各対策の組合せとしては、下図のようなパターンが考えられるが、その中でもコスト面で有利な５つの組合せ（下

図塗りつぶしの組合せ）を抽出した。 

和　食　ダ　ム

奥出ダム再開発

遊　水　池

放　水　路

上流部引堤

下流部引堤

上流部引堤

上流部引堤

上流部引堤

和　食　ダ　ム 和　食　ダ　ム

奥出ダム再開発 奥出ダム再開発

河道外貯留施設

河道外貯留施設 河道外貯留施設

治水対策 新規利水対策 流水の正常な機能の維持対策

　① 和　食　ダ　ム　案

　② 奥出ダム再開発案

　③ 遊　水　池　案

　④ 放　水　路　案

　⑤ 河　道　改　修　案

奥出ダム再開発 奥出ダム再開発

河道外貯留施設
（遊水池）

河道外貯留施設
（遊水池）

河道外貯留施設
（遊水池）

奥出ダム再開発 奥出ダム再開発

河道外貯留施設

河道外貯留施設 河道外貯留施設

奥出ダム再開発 奥出ダム再開発

河道外貯留施設

河道外貯留施設 河道外貯留施設

奥出ダム再開発

奥出ダム再開発

奥出ダム再開発

奥出ダム再開発
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4.和食ダム検証に係る検討の内容  

事   項   

4.8 検証ダムの総合的な評価 

 

各目的別に実施した、評価軸ごとの評価及び総合的な評価の結果を以下に整理した。 

 

治水対策 

評価軸 
①和食ダム 

＋ 
上流部引堤 

②奥出ダム再開発 
＋ 

上流部引堤 

③遊水池単独 
 
 

④放水路 
＋ 

上流部引堤 

⑤引堤単独 
 

上下流部引堤 

安全度 ◎ △ △ △ ○ 

コスト ◎ ○ ○ △ ○ 

実現性 ◎ △ △ ○ △ 

持続性 ○ ○ ○ ○ ○ 

柔軟性 ○ ○ ○ △ △ 

地域社会への影響 ◎ △ △ ○ △ 

環境への影響 ○ ○ △ ◎ ◎ 

目的別の総合的な評価 ◎ △ △ ○ ○ 

新規利水対策 

評価軸 ①和食ダム ②奥出ダム再開発 ③河道外貯留施設 ④奥出ダム再開発 ⑤奥出ダム再開発 

目標 ◎ ○ △ ○ ○ 

コスト ◎ ○ ○ ○ ○ 

実現性 ○ △ ○ △ △ 

持続性 ○ ○ ○ ○ ○ 

地域社会への影響 ◎ ○ △ ○ ○ 

環境への影響 ○ ○ △ ○ ○ 

目的別の総合的な評価 ◎ ○ △ ○ ○ 

流水の正常な機能の維持対策 

評価項目 ①和食ダム ②奥出ダム再開発 ③河道外貯留施設 ④河道外貯留施設 ⑤河道外貯留施設 

目標 ◎ ○ △ △ △ 

コスト ◎ ○ △ △ △ 

実現性 ◎ △ ○ ○ ○ 

持続性 ○ ○ ○ ○ ○ 

地域社会への影響 ◎ ○ △ △ △ 

環境への影響 ◎ ○ △ △ △ 

目的別の総合的な評価 ◎ ○ △ △ △ 

 

【評価の説明】 

◎：他案と比較して特に優れている。   ○：他案と比較して平均的。   △：他案と比較して劣っている。※優劣の差が僅かなものについては同評価とする。 

 

 

以上の結果を基に、一定の安全度を確保して、コストを最も重視し、時間的な観点から見た実現性も確認したうえで、全ての評価軸により総合的な 

評価を行った結果、和食ダム案（和食ダム＋上流部引堤）が最適であると判断する。 
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4.和食ダム検証に係る検討の内容  

   

（億円）

和食ダム
全体事業費

和食ダム
H22残事業費

奥出ダム
再開発

遊水池 放水路 河道改修

66.6 54.5 67.8 79.3 102.4 －

河道改修費 和食川上流 5.9 5.9 19.1 － 5.9 19.1

和食川下流 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.3

72.5 60.4 86.9 79.3 108.3 81.4

9.3 9.3 9.2 9.4 15.6 2.1

0.0 0.0 1.4 1.3 1.4 1.2

81.8 69.7 97.5 90.0 125.3 84.7

和食ダム
全体事業費

和食ダム
H22残事業費

奥出ダム
再開発

河道外
 貯留施設

奥出ダム
（嵩上げ）

奥出ダム
（嵩上げ）

6.0 4.9 5.9 5.9 6.0 6.0

0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6

0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1

6.4 5.3 6.4 6.5 6.7 6.7

和食ダム
全体事業費

和食ダム
H22残事業費

奥出ダム
再開発

河道外
 貯留施設

河道外
貯留施設

河道外
貯留施設

51.4 42.2 52.2 59.6 76.7 76.7

5.8 5.8 5.9 5.8 7.2 7.2

0.0 0.0 0.9 1.0 1.0 1.1

57.2 48.0 59.0 66.4 84.9 85.0

129.9 107.5 145.0 144.8 191.0 164.1

145.4 123.0 162.9 162.9 216.9 176.4

ダム中止負担金

正常流量施設費

流水の正常な機能の維持（正常流量）施設

目的別コスト比較表

治水施設

洪水調節施設費

新規利水施設費

治水対策合計

治水対策トータルコスト

新規利水施設

維持管理費

維持管理費

維持管理費

ダム中止負担金

ダム中止負担金

総合的な対策トータルコスト

新規利水トータルコスト

正常流量トータルコスト

治水＋新規利水＋正常流量　全体事業費
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5.関係者の意見等  

事   項 内   容 備  考 

 

 

和食ダム建設事業の検証にあたっては「和食ダム検討会議」を平成 22 年 10 月 26 日、同年 11 月 26 日及び平成 23 年 2 月 15 日に開

催した。住民からの意見聴取として、平成 22 年 12 月 14 日から同年 12 月 27 日及び平成 23 年 2 月 18 日にパブリックコメント、12 月

18 日に関係住民及び関係利水者からの意見聴取を行うなど、広く意見を募集した。さらに、学識経験者の意見を聴取し、平成 23 年 3 月

24 日に高知県公共事業再評価委員会を開催した。 

 

開催日 開催内容

平成22年10月6日、14日 学識経験者意見聴取

平成22年10月26日 第１回和食ダム検討会議

平成22年11月26日 第2回和食ダム検討会議

平成22年12月14日～27日 第1回パブリックコメント

平成22年12月21日、22日、24日 学識経験者意見聴取

平成23年1月10日 学識経験者意見聴取

平成23年 2月15日 第3回和食ダム検討会議

平成23年 2月18日 関係住民及び関係利水者からの意見聴取

平成23年2月18日～3月3日 第2回パブリックコメント

平成23年3月14日 学識経験者意見聴取

平成23年3月17日 学識経験者意見聴取

平成23年3月24日 高知県公共事業再評価委員会
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5.関係者の意見等  

事   項 内   容 備  考 

5.1 関係地方公共団体からなる 

検討の場 

 

和食ダム建設事業の検証に係る「関係地方公共団体からなる検討の場」として「和食ダム検討会議」を設置した。検討会議は原則公開

とし、平成 22 年 10月 26 日、平成 22年 11月 26日及び平成 23 年 2 月 15 日に開催し、構成員より意見を聴取した。 

検討会議においては、構成員からこれまでの事業の経緯や地域の実情も踏まえ、早期の和食ダム建設を望む意見があがり、高知県が提

示した検証結果ならびに対応方針を和食ダム建設事業の継続実施とすることについて了承を得た。 

 

 

和食ダム検討会議 構成員 

区分 団体名 役職名 氏　　　名

村長 竹内　強

副村長 安岡　千晶

河川課長 吉本　祐二

和食ダム建設事務所長 小川　洋二郎

経済建設課長 筒井　義明

経済建設課長補佐 松本　巧

建設課長 久保　愼二

環境対策課長 谷山　佳広

河川課課長補佐 永野　聖

河川課治水利水担当チーフ 竹﨑　幸博

河川課治水利水担当主幹 島崎　勝樹

河川課治水利水担当主査 三谷　竜一

和食ダム建設事務所チーフ 寺村　恭一

和食ダム建設事務所主幹 川村　俊二

事
務
局

高知県

関
係
地
方

公
共
団
体

芸西村

高知県

オ
ブ
ザ
ー

バ

芸西村

香南市

 
 
 

和食ダム検討会議 議事内容 

開催日 議事内容

第１回検討会議
平成22年10月26日（火）

14：00～16：00

・ダム検証の進め方について
・和食ダムについて

第2回検討会議
平成22年11月26日（火）

14：00～16：00

・前回会議について
・目的別の検討について

第3回検討会議
平成23年2月18日（火）

15：00～17：00

・前回会議の内容及びパブリックコメントの結果について
・検証対象ダムの総合的な評価について
・その他  
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5.関係者の意見等  

事   項 内   容 備  考 

5.1 関係地方公共団体からなる 

検討の場 

 

 

 

別表 

和食ダム検討会議 

      所属        役職 

芸西村 村長 

     芸西村      副村長 

     高知県土木部      河川課長 

和食ダム建設事務所 所長 
 

 
 

和食ダム検討会議 規約 

 

（名称） 

第１条  本会は、「和食ダム検討会議」（以下「検討会」という。）と称する。 
 

（目的） 

第２条  検討会は、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」から示された中間とりまと

めに基づく、新たな評価軸及び総合的な評価の考え方等により、和食ダムの検討を行うことを

目的とする。 
 

（組織） 

第３条  検討会は、別表に掲げる委員をもって構成する。 
   

（会議） 

第４条  検討会には、座長をおくこととし、県河川課長がこれにあたる。 
２ 検討会は、座長が委員間の調整等を行い開催することとする。 

３ 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名 

する委員が、その職務を代理する。 

４ 検討会で必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、検討会において意見及び説明を

求めることができる。 

５ 検討会は公開で開催する。 

 

（事務局） 

第５条  検討会の事務局は、高知県土木部河川課に置く。 
２ 事務局は、会議の運営に関する事務その他の事務を処理する。 

 

（雑則）   

第６条  この会則に定めるもののほか、検討会の運営等に関し必要な事項は、座長が検討会に

諮って定める。 
 

（附則） 

  この会則は、平成２２年１０月２６日から施行する。 
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5.関係者の意見等  

事   項 内   容 備  考 

5.2 パブリックコメント 

 

住民からの意見聴取として、和食ダム事業の検証に係る検討案（各目的別の対策案の抽出）の段階及び和食ダム検討会議において取り

まとめた対応方針（案）の段階でそれぞれパブリックコメントの募集を行い、広く県民の意見を募集した。 

 

【第１回】 

① 意見募集対象 

・和食ダム事業の検証に係る検討案（各目的別の対策案の抽出） 

② 募集期間 

・平成２２年１２月１４日（火）～１２月２７日（月） 

③ 意見の募集・提出方法 

・〔募集〕 ホームページ掲載、閲覧 

・〔提出〕 郵送、ＦＡＸ、電子メール 

④ 意見提出件数 

・１件 

 

 

 

【第２回】 

① 意見募集対象 

・和食ダム検討会議において取りまとめた対応方針（案） 

② 募集期間 

・平成２３年２月１８日（金）～３月３日（木） 

③ 意見の募集・提出方法 

・〔募集〕 ホームページ掲載、閲覧 

・〔提出〕 郵送、ＦＡＸ、電子メール 

④ 意見提出件数 

・１件 
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5.関係者の意見等  

事   項 内   容 備  考 

5.2 パブリックコメント 

 

【第１回】 

 

 

行事等のお知らせ 
 

平成２２年１２月１３日 
 
１ 行事等名：和食ダム事業の検証に係る検討案に対する意見募集について 
 
２ 日  時：平成２２年１２月１４日（火）～１２月２７日（月） 
 

 ３ 内  容 
  高知県では、国からの要請に基づき、和食ダム事業の検証を実施しており、現在、和食ダム検討会議に

おいて検証を進めております。（詳細な検証の進め方等については、閲覧資料に掲載しておりますのでご参
照ください。） 

今後は、検討会議において対応方針案を作成し、学識経験者や地元住民の皆様のご意見も伺う予定とし
ておりますが、今回、治水・利水の目的別に対策案を抽出しましたので、広く県民の皆様からご意見を募
集することといたしました。お寄せいただいたご意見は、内容を検討の上、本案を検討する上での参考と
させていただきます。 

  なお、いただいたご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、予めご了承いただきますよう、お
願いいたします。 

 
記 

 
 １ 意見募集対象 
  和食ダム事業の検証に係る検討案（各目的別の対策案の抽出）について 
   今回実施する意見募集では、各目的別の対策案の抽出に対するご意見を募集いたします。 
   各対策案の評価及び総合的な評価については、今後開催する検討会議を経て、検討内容を整理した後

に、改めて意見募集を行います。 
 
２ 資料等閲覧方法 

  意見募集を行う「和食ダム事業の検証に係る検討案」及び意見書については、高知県庁ホームページ
（www.pref.kochi.lg.jp）の「意見公募手続（パブリックコメント）」欄に掲載します。 

  また、県民室(県庁本庁舎１階)、和食ダム建設事務所及び芸西村役場(２階経済建設課)にて閲覧に供し
ます。 

 
３ 意見提出方法 

  意見提出様式に必要事項（氏名及び住所（法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事業
所等の所在地）並びに連絡先（電話番号又は電子メールアドレス））を明記した上、意見提出期限までに、
次のいずれかの方法により提出してください。 

  なお、ご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見はお受けできません。 
 

（１）電子メールアドレスを利用する場合 
   電子メールアドレス：170901@ken.pref.kochi.lg.jp 「高知県土木部河川課あて」 
   ※メールに直接意見を書き込むか、添付ファイル（ファイル形式はマイクロソフト Wordファイルのみ

とさせていただきます。）として提出してください。 
（２）FAXを利用する場合 

   FAX番号：088-823-9129 「高知県土木部河川課あて」 
（３）郵送する場合 

   〒780-8570 高知県高知市丸ノ内１丁目２番２０号 「高知県土木部河川課あて」 
 
４ 意見提出期限 

  平成２２年１２月１４日（火）～平成２２年１２月２７日（月）午後５時（必着） 
 
５ 留意事項 
（１）提出していただく意見は、日本語に限ります。 
（２）意見が 1,000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。 
（３）提出されました意見は、後日、高知県庁ホームページに掲載するほか、芸西村役場において閲覧す

ることが出来ます。 
（４）検討案に関するご不明な点は、高知県土木部河川課にお問い合わせください。 

   （閲覧場所での回答は出来ませんので、ご了承ください。） 
    高知県土木部河川課 TEL：088-823-9841 

（５）氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、ご意見の内容に不明な点があった場合
の連絡・確認といった、本案に対する意見募集に関する業務にのみ利用させていただきます。 

（６）意見に対する個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。 
 
                                                 担当課係 ： 河川課 治水利水 
                                                 担 当 者 ： 竹崎、三谷 
                                                 電    話 ： ８２３－９８４１ 
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5.関係者の意見等  

事   項 内   容 備  考 

5.2 パブリックコメント 

 

【第２回】 

 

 

行事等のお知らせ 
 

平成２３年２月１８日 
 
１ 行事等名：和食ダム事業の検証に係る検討案に対する意見募集について 
 
２ 日  時：平成２３年２月１８日（金）～３月３日（木） 
 

 ３ 内  容 
高知県では、国からの要請に基づき、和食ダム事業の検証を実施しており、平成 23年 2月 15日に開催

しました第３回和食ダム検討会議において対応方針(案)を取りまとめました。 
この対応方針(案)に対して、広く皆様からご意見を募集することといたしました。お寄せいただいたご

意見は、内容を検討の上、本案を検討する上での参考とさせていただきます。 
なお、いただいたご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、予めご了承いただきますよう、お

願いいたします。 
 

記 
 
 １ 意見募集対象 
  和食ダム事業の検証に係る検討案について 

今回実施する意見募集では、和食ダム検討会議において取りまとめた対応方針（案）に対するご意見を
募集いたします。 

 
２ 資料等閲覧方法 

  意見募集を行う「和食ダム事業の検証に係る検討案」及び意見書については、高知県庁ホームページ
（www.pref.kochi.lg.jp）の「意見公募手続（パブリックコメント）」欄に掲載します。 

  また、県民室(県庁本庁舎１階)、和食ダム建設事務所及び芸西村役場(２階経済建設課)にて閲覧に供し
ます。 

 
３ 意見提出方法 

  意見提出様式に必要事項（氏名及び住所（法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事業
所等の所在地）並びに連絡先（電話番号又は電子メールアドレス））を明記した上、意見提出期限までに、
次のいずれかの方法により提出してください。 

  なお、ご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見はお受けできません。 
 
（１）電子メールアドレスを利用する場合 

   電子メールアドレス：170901@ken.pref.kochi.lg.jp 「高知県土木部河川課あて」 
   ※メールに直接意見を書き込むか、添付ファイル（ファイル形式はマイクロソフト Wordファイルのみ

とさせていただきます。）として提出してください。 
（２）FAXを利用する場合 

   FAX番号：088-823-9129 「高知県土木部河川課あて」 
（３）郵送する場合 

   〒780-8570 高知県高知市丸ノ内１丁目２番２０号 「高知県土木部河川課あて」 
 
４ 意見提出期限 

  平成２３年２月１８日（金）～平成２３年３月３日（木）午後５時（必着） 
 
５ 留意事項 
（１）提出していただく意見は、日本語に限ります。 
（２）意見が 1,000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。 
（３）提出されました意見は、後日、高知県庁ホームページに掲載するほか、芸西村役場において閲覧す

ることが出来ます。 
（４）検討案に関するご不明な点は、高知県土木部河川課にお問い合わせください。 

   （閲覧場所での回答は出来ませんので、ご了承ください。） 
    高知県土木部河川課 TEL：088-823-9841 

（５）氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、ご意見の内容に不明な点があった場合
の連絡・確認といった、本案に対する意見募集に関する業務にのみ利用させていただきます。 

（６）意見に対する個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。 
 
                                                 担当課係 ： 河川課 治水利水 
                                                 担 当 者 ： 竹崎、三谷 
                                                 電    話 ： ８２３－９８４１ 
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5.関係者の意見等  

事   項 内   容 備  考 

5.2 パブリックコメント 

 

【パブリックコメントの結果について】 

意見の概要 意見に対する回答

　このたび、国の政策としてダム建設見直し対象となってい
る和食ダム事業について、これまで収集してあった芸西村に
係わる資料を提出し、村人が今まで苦労して来た水問題が
ダム建設によって解決される事を願って意見書を提出する。

　資料によれば、遠き昔より先祖の人々は水の為苦労した
歴史があった。「かわいい娘を和食へ嫁がすな花の六月夜
水汲む」と謳われていた土地柄であった。

　●●●●先生は、博士号を持ち、水のことに関しては県下
の第一人者であると思われる。ある時、お目に掛かる機会
があり、水の事について尋ねてみると「芸西には水が無い」
と断言され驚いたことであった。

　ハウス用にも米作りにも水の少ない現状を思う一人とし
て、一日も早く和食ダムを完成して頂くようにお願いをする。

　（要旨抜粋）

　お寄せいただきましたご意見及び資料につきましては、今後の検証作業の参考と
させていただきます。
　今後も予断を待たずに迅速な検証を行い、一日も早く地域の方々の安全安心な生
活を守れるよう、努めてまいります。

　農業用水が必要ならば、水量の豊富な赤野川をもっと積
極的に利用すれば良い。

　洪水防止は、堤防を嵩上げ工事するほうが安くできる。

　ダムを造ると海岸の砂利が少なくなる。

　川が上流下流に分断されて、自然環境が破壊されるので
反対である。

　農業用水に赤野川の水を利用する事については、概略評価による対策案の抽出
において「水系間導水による対策案」として評価しておりますが、「既得水利の安全
度低下、河川流況の悪化に繋がる対策は選定しない」ことや「ダムと同等の効果が
見込めない対策は選定しない」という抽出しない理由に該当することから、対策案と
しては抽出しておりません。

　堤防嵩上げ（河道改修）については、概略評価による対策案の抽出において評価
しておりますが、「和食川支川の嵩上げ対応や内水対策としての揚水機場建設など
が必要となりコスト的に不利である」として対策案には抽出しておりません。

　県として貯水池内の堆砂状況および海岸線の変化等に注視し、必要に応じてサン
ドバイパス等の対策を検討するように考えております。

　川が上下流に分断されることによる自然環境への影響については、ダム建設に伴
う水没エリアに現存する貴重植物等については移植やモニタリング調査を実施する
などの配慮を行っております。
　また、ダムからの放流水については、水温や水質の変化が懸念されるため、選択
取水設備を設置し水温や水質の変化を最小限に抑えるように計画しており、自然環
境を破壊するような影響は出ないと考えています。  
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5.関係者の意見等  

事   項 内   容 備  考 

5.3 検討主体による意見聴取 

 

 

5.3.1 学識経験を有するもの 

和食ダム建設事業の検証について、学識経験を有する者、関係住民、関係利水者、事業再評価検討委員会の意見を聴取した。 

 

 

 

①意見聴取内容 

・ 検証作業の進め方等について 

・ 目的別対策案の抽出結果及び評価軸による評価の仕方について 

・ 評価軸による評価結果及び総合的な評価結果について 

・ 評価軸による評価結果及び総合的な評価結果について 

・ 検証結果報告書について 

 

②日時 

・ 平成 22年 10月 6日  

・ 平成 22年 10月 6日  

・ 平成 22 年 12 月 21日  

・ 平成 22 年 12 月 22日  

・ 平成 22 年 12 月 24日  

・ 平成 23 年 1 月 10日  

・ 平成 23 年 3 月 14日  

・ 平成 23 年 3 月 17日  

 

③意見聴取者（所属） 

・ 岡田将治 氏（高知工業高等専門学校 環境都市デザイン工学科） 

・ 松田誠祐 氏（高知大学名誉教授） 

・ 大年邦雄 氏（高知大学教育研究部自然科学系農学部門） 

 

 

④主な意見 

・ 対策案の抽出について 

・ 評価軸による評価の仕方について 

・ 各対策案の評価について 

・ 総事業費について 
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5.関係者の意見等  

事   項 内   容 備  考 

5.3 検討主体による意見聴取 

5.3.1 学識経験を有するもの 

 

 
（意見提出様式） 

 

平成２３年３月１８日 

 

和食ダム事業の検証に係る検討案に対する意見 
① 氏名 （フリガナ） オカダ ショウジ 

        岡田   将治  

② 所属  

    高知工業高等専門学校 環境都市デザイン工学科 

③ ご意見 

 
本事業の検証は，今後の治水対策のあり方に関する有識者会議において議論さ

れた個別ダムの検証方法に基づいて，治水対策，新規利水，流水の正常な機能の

維持等のそれぞれの目的に対して対象とする河道や流域の特性・状況を考慮した

複数案を立案し，その中から再度総合的な評価が行われている． 

治水対策については，26項目から概略評価により抽出された5項目を複合的に組

み合わせた10通りについて，安全度，コスト，実現性，持続性，柔軟性，地域社

会への影響，環境への影響を評価軸として総合的に検討した結果，一定の治水安

全度を確保した条件の中で最も費用対効果が高く，実現性や地域への影響を考慮

された和食ダムの開発および上流部河道を引堤する複合案の優位性が確認され

ている． 

新規利水対策案についても，17項目から抽出された3項目(和食ダム案，奥出ダ

ム再開発案，河道外貯留施設案)について，治水対策と同様に各評価軸に基づい

て検討され，河道外貯留施設については和食川流域の特性(住戸の移転，優良農

地の喪失，産業への影響等)により，前者のダム案が有利(実現性として和食ダム

案がその中でも有利)と結論付けている．さらに，流水の正常な機能の維持対策

の観点からもコスト，効果発現までに時間等から和食ダム案が優位と考えられる

． 

以上の各目的の評価およびそれらを総合的に評価した結果から，和食川流域に

おける治水対策・新規利水対策・流水の正常な機能の維持対策事業としては，和

食ダム案が最も適しているといえる． 
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5.関係者の意見等  

事   項 内   容 備  考 

5.3 検討主体による意見聴取 

5.3.1 学識経験を有するもの 

 

 
（意見書提出様式） 

 

平成２３年３月２１日 

 

和食ダム事業の検証に係る検討案に対する意見 

①氏名 

  

（フリガナ） マツダセイスケ 

       松 田 誠 祐 

②所属 

  

        

       高知大学名誉教授 

③ご意見 高知県は，県土の８４％が山地であり，ほとんどの河川流域は山地が海岸付近まで迫って

おり，平地は海岸に沿うごく限られた狭い地域となっています。地形は北を四国山地に囲ま

れ，南を太平洋に面した扇形で，梅雨期と台風の豪雨にしばしば見舞われます。冬季には晴

天が多く過ごしやすいが，渇水の心配もあります。一方，黒潮の恵みを受け，温暖で食材に

恵まれた県土です。 

 和食川流域は，高知県では比較的雨の少ない地域に属しますが，和食川下流に位置する芸

西村は，過去において豪雨災害と渇水に悩まされてきており，地元の強い要望に応えて平成

元年に和食ダムの予備調査が開始されています。しかし，すでに２２年が経過しており，社

会的・経済的・自然的条件を考慮して，このダム計画の妥当性について検討する意義はある

と考えます。 

 対策案の妥当性の評価軸として，安全性，コスト，実現性，持続性，柔軟性，地域社会へ

の影響，環境への影響が検討されており，ダム計画を含めた現在の技術水準において考えら

れるあらゆる対策案が検討されています。それら複数の対策案の中から，和食川に沿うわず

かな耕地を活かし，芸西村が存続していくために不可欠なインフラとして，この地域の特性

を考慮した対策案を組み合わせることによって評価が実施されており，妥当な検討であると

考えます。 

 すなわち，温暖化に伴う豪雨条件の検討，人口減少の予測，施設園芸を中心とした利水状

況，新規利水への対応，環境への影響等が検討され，コスト比較が示されています。 

 その上で，コストを最も重視し，治水対策，利水対策，環境対策（流水の正常な機能の維

持対策）を総合的に評価して，（和食ダム＋上流部引き提）案が最適であると判断されており，

妥当な評価であると考えます。 
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5.関係者の意見等  

事   項 内   容 備  考 

5.3 検討主体による意見聴取 

5.3.1 学識経験を有するもの 

 

 
（意見書提出様式） 

 

平成２３年３月１９日 

和食ダム事業の検証に係る検討案に対する意見 

①氏名 

  

（フリガナ） オオトシクニオ 

       大年 邦雄 

②所属 

  

        

高知大学教育研究部自然科学系農学部門 教授 

③ご意見 

 

高知県河川課より報告された検証資料および筆者がこれまで係わった同種事業に関する知見に基づき、「和食ダム事業の検証に係る検討案」を「妥当」と判断する。 

以下にその根拠を述べる。 

 

１．治水対策の観点から 

日本における治水対策は、以下の体系に基づいて検討されるのが一般的である。 

(1) 流出抑制対策（降雨が河道に流れ込む量を減らす、あるいは遅らせる対策） 

・山林の保全（緑のダム：森林の洪水緩和機能） 

・雨水を貯留あるいは浸透させる施設 

(2) 洪水防御対策（洪水による氾濫を防止する対策） 

・洪水を調節する施設（ダム、調節池、遊水地など） 

・河川改修工事（築堤、河床掘削、河道拡幅、河道法線の変更、放水路など） 

(3) 内水対策（堤内地の浸水を防止する対策） 

・内水河川の改修、排水路/下水道の整備、排水機場など 

(4) 被害軽減対策（超過洪水対策：減災を主たる目的とした対策） 

・土地利用規制、建築物の耐水化、洪水予警報システム、住民避難など 

 

和食川流域の治水計画は、平成元年の豪雨災害（1/50確率規模相当）に対応できる計画規模である。その規模設定は過大とは言えず、県内の他河川をみても極めて妥

当である。 

検討された各種代替案は、上の枠組みの中で、流域の地形や土地利用特性、それぞれの治水効果と現況河道の流下能力、代替案の実現性、将来の流域の姿などを踏ま

えて絞り込まれ、最終的には、1)和食ダム建設＋上流部引堤、2)奥出ダム再開発＋上流部引堤、3)遊水池単独、 

4)放水路＋上流部引堤、5)上下流部引堤の５案が有力候補として検討されている。 

一連の絞込み過程での評価および最終候補案の抽出は、和食川流域の特性を踏まえると、妥当なものであると考える。なお、奥出ダム再開発については、現ダムの嵩上げ

工事では実質的に対応できず、新たな堤体を前面に建設せざるを得ないと考えられる。 

７つの評価軸（安全度、コスト、実現性、持続性、柔軟性、地域社会への影響、環境への影響）に基づく総合評価においても恣意性は無く、筆者も同意する。 

 

２．利水対策の観点から 

和食川流域の利水については、表流水利用としてのダムやため池の水が農業用水として利用されている。生活用水および基幹産業である施設園芸は、和食川からの伏流

水および地下水に依存しているのが現状である。平成７年および８年の渇水時には和食川からの取水が全くできないなど、本地域における水資源確保は厳しい状況下に置

かれている。 

水需要予測の中で新規の水需要が想定されるなか、安定供給可能な新たな水源確保対策は本流域における喫緊の課題である。 

検討された各種水源確保策は、流域の地形や土地利用特性、確保策の実現性などを踏まえて絞り込まれ、最終的には、1)和喰ダム建設、2)奥出ダム再開発、3)河道外貯

留施設が有力候補として検討されている。なお、地下水開発も候補ではあるが、これまで以上の地下水取水は塩水の浸入を助長し、基幹産業である施設園芸に致命的な打

撃を与えることが容易に想定されるので避けなければならない。 

新規利水対策案に関する一連の絞込み過程での評価および最終候補案の抽出は、妥当なものであると考える。 

６つの評価軸（目標、コスト、実現性、持続性、地域社会への影響、環境への影響）に基づく総合評価においても恣意性は無く、筆者も同意する。 

 

３．総合評価 

和食川流域に求められている治水対策および新規利水対策について、それぞれの評価軸に基づいて検討された検証結果、すなわち、「和食ダム建設の優位性」は、自然

科学および社会科学の観点から適切であると考える。また、費用対効果（Ｂ／Ｃ）も３．０程度あることから、社会資本整備の観点からも適切である。 
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5.関係者の意見等  

事   項 内   容 備  考 

5.3 検討主体による意見聴取 

5.3.2 関係住民及び関係利水者 

 

 

①意見聴取内容 

・ 和食ダム事業の検証に係る検討の検討結果 

 

②日時 

・ 平成２３年２月１８日（金） １９時～ 

 

③場所 

・ 高知県安芸郡芸西村：芸西村生涯学習館 ２階 会議室 

 

④意見聴取人数 

合計：１２人 

関係住民 ：９人 

関係利水者：３人 

 

④主な意見 

・ 対策案について 

・ 治水対策について 

・ 環境面について 

・ 総事業費について 
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5.関係者の意見等  

事   項 内   容 備  考 

5.3 検討主体による意見聴取 

5.3.2 関係住民及び関係利水者 

  （意見提出様式） 

 

平成２３年３月１５日 

 

和食ダム事業の検証に係る検討案に対する意見 
①氏名 （フリガナ） ﾀｹｳﾁ  ﾂﾖｼ 

       竹 内  強       

②所属  

       芸西村水道管理者 

③ご意見 

 

 

  芸西村では、農業用水、簡易水道とも地下水に依存しており、渇水時期において

は、水位の低下等により取水が困難な状況が発生しています。 

  また、過度の地下からの取水は、地下水の塩水化や地盤沈下の危険性、また、周

辺の農水井への影響もあります。 

地域住民の生活を守るためにも、安定した水の供給は不可欠であり、そのために

は、今回の総合評価（案）において和食川における最適な新規利水対策案と評価さ

れた、和食ダムの早期の完成に期待するところであります。 
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5.関係者の意見等  

事   項 内   容 備  考 

5.3 検討主体による意見聴取 

5.3.2 関係住民及び関係利水者 
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5.関係者の意見等  

事   項 内   容 備  考 

5.3 検討主体による意見聴取 

5.3.3 関係地方公共団体の長 

  （意見提出様式） 

 

平成２３年３月１５日 

 

和食ダム事業の検証に係る検討案に対する意見 
①氏名 （フリガナ）タケウチ ツヨシ 

       竹 内  強       

②所属  

       芸西村長 

③ご意見 

 

 

  今回の総合評価（案）において、和食ダム案が最適であると判断されたこ

とについて、私たちが待ち望んでいた結果でもあり、大いに賛同するもので

あります。 

  当村の基幹産業であります施設園芸は、河口周辺の平野部で営農されてお

りますが、河川の氾濫による洪水被害が繰りかえされております。 

  水問題は、農業関係者にとっては死活問題であり、将来にわたる 

治水対策が村政の重要課題であります。 

  営農の基盤となります優良農地を犠牲にすることなく、また、コスト面で

も最も有利であるとの結果が出た和食ダムには、大きく期待するところであ

ります。 

  地域住民の理解も得られ、用地買収も１００パーセント完了しており、一

日でも早い完成が望まれます。 
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6.対応方針  

事   項 内   容 備  考 

6.1 流域の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 過去の洪水及び渇水被害の 

状況と対策の必要性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 和食川における河川整備 

基本方針及び河川整備計画 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 事業の経緯及び進捗状況 

和食川は、高知県安芸郡芸西村に位置し、その源を標高 430ｍ～380ｍの小丘陵に発し、山間部を東流し、同村瓜生谷地先において東谷川を

合流した後南流し、途中、奥出川、谷内川、長谷川を合流しながら流下し、西分、馬の上、和食地区の市街地、耕地を貫流し、土佐湾に注ぐ流域

面積約 20.6km2、流路延長約 6.3kmの 2 級河川である。 

和食川流域は、高知県の東部に位置しており、流域の降水量は梅雨期、台風期に多く、特に台風期の豪雨により災害が多く発生している。 

和食川の水利用は古くから行われ、かんがい用水、水道用水の水源等に利用されている。また、芸西村の中心部は和食川の下流部に発展し

ている。 

    和食川の大半を占める芸西村は、四国山地の支峰で冷たい北風が遮られ、さらに太平洋の黒潮の影響を受けるため、年平均気温が約

17℃と温暖な気候であり、冬季の積雪は殆ど見られない。また、降水量は年間約 1,940 ㎜と温暖多雨な高知県内では比較的少なく、そ

のうち約 1,160㎜が梅雨期や台風期（6月～10月）に集中する傾向がある。（気象データ出典：気象庁「安芸」2000年～2009年平均値） 

 

 

和食川は、急流のため古くよりたびたび被害を受けており、このため、昭和49年より和食川小規模河川改修工事等の治水事業が行われ治水安

全度の向上が図られてきた。 

その後、昭和 62 年の台風５号等により、浸水農地 21ha、被害総額 284 百万円(平成 20 年価格)、平成元年８月の豪雨により、和食川沿いに広

がる農地や下流部東側の和食地区の住宅地などを中心に、浸水面積約 245ha、被害総額 2,998百万円(平成 20年価格)等毎年のように河岸の決

壊、氾濫を繰り返してきた。さらに、沿川の芸西村中心部の開発が進み、洪水被害は増加の傾向にあり、地元住民は抜本的な治水計画を望んで

いる。 

このため、最近の降雨資料を加えて、治水の安全度を見直した結果、基準地点(堀切橋地点)において、基本高水のピ－ク流量が、現行

380m3/ｓに対して 424 m3/ｓとなった。本河川は、耕地として利用され、市街地周辺では住家が密集し、用地の取得は極めて困難であり、河道拡幅

による再改修は不可能に近い。 

このため、ダムによる洪水調節が最も意義があり、かつ経済的な状況にある。 

また、和食川は、芸西村の耕地等に対する水源として広く利用されているが、昭和 45 年、昭和 59 年、昭和 63 年等においてはしばしば深刻な

水不足に見舞われているため、不特定補給を行い、流水の正常な機能の維持をはかる必要がある。 

芸西村では近年、水利用の多様化により水道用水の需要の急増が予想されている。現況の水源は、和食川の伏流水によっているが、取水可

能量は限度に達しており、新たな水源の確保が強く望まれている。 

 

 

高知県は、和食川の河川整備についての基本となるべき方針に関する事項を定めるため、概ね 50 年に 1 回発生する降雨による洪水の被害

を軽減することを目標とした和食川水系河川整備基本方針（以下「基本方針」という。）を平成 12 年度に策定した。 

また、基本方針に沿って河川整備を計画的に行うため、概ね 50 年に 1 回発生する降雨による洪水の被害を軽減することを目標とした和食川

水系河川整備計画（以下「整備計画」という。）を平成 13 年度に策定した。 

これらの基本方針及び整備計画の中で、和食ダムが位置づけられており、ダム建設と河道改修とを併せて実施することにより、目標流量を安全

に流下させる計画となっている。また、和食ダムは、洪水調節に加え、新規利水、流水の正常な機能の維持及び渇水対策の目的を持つ多目的ダ

ムとして計画されている。 

 

 

和食ダム建設事業は、平成15年度に建設事業採択され、平成17年度に基本協定を妥結した。現在までに土地所有者や地元関係者の協力を

いただき、事業地の用地買収は完了している。 

現在は、付替道路工事も順調に進んでおり、平成 22 年度末には総事業費の約１８％の進捗となる見通しである。 
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6.対応方針  

事   項 内   容 備  考 

6.5 再評価実施要領細目に 

基づく評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 地域住民や関係地方公共団体 

の意見 

 

 

 

 

6.7 対応方針 

高知県は、国土交通大臣の要請を受け、ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目（以下「細目」という。）に基づき、ダムの目

的別に対策案を抽出し、指定された評価軸に沿って評価を行った後、和食ダムの総合的な評価を行った。 

その結果、現計画案は、事業が一定程度進捗し、完成の目処も立っており、洪水調節効果の発現時期や渇水状況の早期解決、実現性、安全

度、コスト等の点で優位であった。 

また、和食川の沿川は優良農用地として利用され、特にハウス栽培が盛んであり、地域住民の生活や産業と密接に関係しているため、遊水地

や大規模な引堤等に必要となる大規模な用地を新たに取得することは、検討会議の意見をふまえても困難な状況である。このことから、地域社会

への影響の点で現計画案が優位であった。 

以上のような点から、細目に基づく検討の結果、和食ダムと河道改修を併せた現計画案が優位であるという結果であった。 

 

 

和食川流域の住民や関係地方公共団体は、洪水被害や渇水被害をたびたび受けているため、その解決に向けたダム建設の早期完成を望ん

でいる。 

特に、芸西村は基幹産業である園芸に非常に力を注いでいて、近年では花卉の栽培などでも、世界的な評価を受けているということもあり、今

後、さらなる園芸の発展のためにもダムの早期完成を望む声が強い。 

 

 

５で述べたように、細目に基づいた検討において、洪水調節では、整備計画と同程度の治水安全度の達成を前提とした検討を行った結果、現

計画案が優位であり、新規利水等についても現計画案が優位であった。また、地域住民や関係地方公共団体の意見もダムの早期完成を望む声

が強い。よって、検討結果のとおり、現計画に基づく和食ダム事業を継続実施とする。 
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